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1．バラスト水管理条約関連のガイドラインについて審議
　一IMO第51回海洋環境保護委員会（MEPC51）の審議結果について一

2．コンテナトレードにおけるコスト要因の高騰を懸念
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　　第15回中間会合の模様一

3．TAJlMA号事件の再発防止策検討は次回以降に持ち越しに

　一IMO第88回法律委員会の模様一
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　一ASF船舶保険・法務委員会第9回中間会合の模様について一
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　エリカ号やプレスティージ号事件に強烈に反応

し、多大なショックを受けた日本国民も、熱しや

すく冷めやすいのであろうか、日本の領海で発生

し直接的大被害を及ぼしたナホトカ号事件でさえ

も、一部の業界人を除いて大分記憶が薄れてきて

いるようだ。しかし、欧米人はこれらの事件によ

る痛手を決して忘れず事件の原因究明と解決のた

め、徹底的に立ち向かっているように見える。そ

の結果、欧州諸国が発する船舶の構造強化に関す

る種々の提案に、日本のみならずASFメンバー諸

国等が、一方的、非現案的であり実効性を伴わな

いものとして、緩和策（修正提案）を行っても、

なかなか妥協する姿勢を見せようとはしない。

　たとえば、シングル八ル船の早期フェーズアウ

ト規制問題では、欧州提案に対して、日本の弾力

的な緩和措置（修正）提案がやっと挿入出来たし、

拙速と非難を浴びていた固定点検設備（PMA）問題

も、約1年半をかけてやっと実現性のある改定案

が本年5月のMSOで決議される見込みとなった。

　また、バルクキャリアの船体構造の安全基準も、

日本案をベースにして同じく5月のMSCで改善が

図られる予定である。さて、これでようやくプレ

スティージ号事件後遺症の呪縛から解放されたか

と思っていたが、欧州諸国は、さらなる要求をIMO

に突きつけようとしている。それが、いわゆるRo－

bust　Shipを目指すギリシャ、バハマ、　IAcs提案

のGoal　based　Standardsである。目安としての

「北大西洋の荒波の条件下で設計寿命25年」をゴ

ールとして、IACSは、早々とCommon　Struc－

tural　Ruiesの策定に着手し、鋼板の予備厚の増強

やカーゴタンク内のコーティングなどを取り決め

ようとして、検討を急いでいる。また燃料タンク

のダブルウォール強制化なども検討の旭上に上げ

ている。

　船の安全を専ら船体構造の強化で対応しようと

すれば、幾重もの安全策が必要となってぎそうな

感がある。事故の多くがヒューマンエラーに起因

している事実からみると、欧州諸国の船体強度の

みに注目した価値基準には不効率かつ限界があろ

う。

　総合的な安全対策は、検査基準の見直し、メン

テナンス基準の設定、運航管理基準の設定などの

ソフト面強化とハード面のバランスのとれたもの

であるべきであろう。国交省は、「新構造基準検討

委員会」を立ち上げ、効率的かつ実効性のある提

案を目指しており、我々船協もその方向に大いに

協力してゆくべきであろう。
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　　　　バラスト水管理条約関連のガイドラインについて審議

　　　　一lMO第51回海洋環境保護委員会（MEPC51）の審議結果について一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廠。藏譲二幅識民事畿蕊論L蕊

　2004年3月29日より4月2日まで第51回海洋環境

保護委員会（MEPC51）がロンドンIMO本部で開

催された。本会合での主な審議結果は以下の通り。

1．バラスト水管理条約

　バラスト水に含まれるプランクトンなどの水生

生物が、従来の生息水域と異なる水域に移動し、

在来種の生物に影響を与えるとの懸念から、国際

海事機関（IMO）において審議されてきたバラス

ト水管理条約は、2004年2月の外交会議において

採択された。しかし、同条約を実施するにあたっ

ての具体的な規定となるガイドラインは未だ定め

られておらず、今会合においてそれらガイドライ

ン策定のための優先順位、内容および計画などが

協議された。その結果、船舶から排出されるバラ

スト水申のプランクトンなどを処理する装置（シ

ステム）の型式承認および処理システムに使用す

るケミカルなどの活性物質に関するガイドライン

については優先的に策定される事となった。

　本会合での審議の結果、当初ユ0作成される予定で

あったガイドラインを3つ増やすこととなり、合計

13となった。各ガイドラインは下記の通りである。

　1．沈殿物受入施設ガイドライン

　2．PSCのためのバラスト水サンプリング・分

　　析ガイドライン

　3．バラスト水管理と同等の応諾ガイドライン

　4．バラスト水管理計画ガイドライン

　5．バラスト水受入施設ガイドライン

　6．バラスト水交換ガイドライン

　7．危険性評価ガイドライン

　8．バラスト水管理システム承認ガイドライン

　9．活性物質承認手続きガイドライン

　10．プロトタイプバラスト水処理装置技術承認

　　ガイドライン

　11．バラスト水交換デザイン／建造基準ガイド

　　ライン

　12．船内沈殿物制御ガイドライン

　ユ3．緊急状況を含む、追加方策ガイドライン

2㊥せんきょう1吻ア2004



　これらガイドラインについては、IMOより指定

された国が本年10月に開催されるMEPC52までに

ドラフトを作成し、2005年7月開催予定のMEPC

53において最終化することが会合において合意さ

れた。またバラスト水中の生物に関する検討を行

うため、MEPC52の一週間前にバラスト水WG

（Working　Group）を開催することとなった。

2．船舶からの大気汚染の防止

　船舶からの排ガスによる大気汚染を防止する目

的で1997年に採択された、船舶からの窒素酸化物

（NOx＞、硫黄酸化物（SOx）などの排出抑制に関

する海洋汚染防止条約（MARPOL条約）附属書VI

については、これまで13力国が同附属書を批准し、

発効要件である15力国まであと2力国になったこ

とが報告された。なお同附属書は、発効要件を満

たしてから1年後に発効する。（4月28日現在、バ

ルバドスが同附属書Wを4月5日に批准し、発効

要件である15力国まであと1力国となっている。）

　また会合では、「大気汚染物質の削減の取組みを

検討しなければならないのは先進国のみである」

とする中国などの国々と、「全ての船舶を対象に温

室効果ガスの排出抑制をしなければ、世界全体の

温室効果ガスの効果的な排出抑制は実現できない」

とする日本および欧州諸国の意見が対立したため

本件に関する結論は得られず、次回会合で引き続

き検討を行うこととなった。

3．特に敏感な海域（特別海域）

　生態学上の条件等から特別な保護措置が必要と

される、特別に敏感な海域（PSSA＞の指定に関す

るガイドラインについて、その見直しを求める提

案が出されていた。会合において、見直しを行う

ことについては多数の国から支持を得たが、現在

申難中のPSSAの指定については現行のガイドライ

ンに従うことが合意され、その結果、今会合では

見直しを行わないこととなった。なお、米国は次回

のMEPC52に具体的なガイドラインの改正案を提

出する意向を表明している。今会合においてPSSA

の指定を申請していた、ガラパゴス群島、カナリ

ア諸島およびバルト海については、審議の結果ガ

イドラインの要件を満たしていることが確認され、

承認された。なお、PSSAの指定を申請する各提案

国は、追加的な保護措置（additional　protecdve

measure）の詳細を2005年の第51回航行安全小委員

会（NAV51）に提出することとなった。

4．植物油輸送に関するガイドライン

　今回承認された有害液体物質の汚染分類の見直

しに伴い、従来「無害」扱いであった植物油が「有

害」とみなされ、その輸送における船型要件とし

七ダブルハル構造が要求されることとなった。こ

の船型要件変更の影響により、植物油輸送に供さ

れる船舶の不足が懸念されるとする意見があった

ため、植物油輸送へのシングルハルタンカーの利

用につき審議が行われた。その結果、シングルハ

ルタンカーの植物油輸送への使用は適切でないと

の合意がなされ、植物油輸送に関するガイドライ

ンが承認された。

5．シングルハルタンカーのフェーズアウトにか

　かる状態評価（CAS）

　プレスティージ号事件を契機に、シングルハル

タンカー（SHT）のフェーズアウトが前倒しされる

ことになった。それに伴う世界のエネルギー輸送

に与える影響などが懸念されたため、船体構造の

状態評価（CAS：Condition　Assessment　Scheme）

により、SHTの使用最終期限を延長する事ができ

るとする延命規定を盛り込んだMARPOL条約改正

案がMEPC50において採択された。このCASにつ

いて、日本より甲板と甲板縦通肋骨の隅肉溶接部

の腐食が船体強度に及ぼす影響が大きいことおよ

び経年船損傷事故が、修繕を施した直後に修繕箇

所付近で発生するケースが多いことから、

①甲板縦通肋骨の隅肉溶接部の健全性を評価す

　るための甲板上からの板厚計測方法

噛
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②不適切な修理例の提示

の2種類のガイドライン案およびCASの改正案が

提案された。その結果、詳細な技術的検討を要す

ることから、次回2005年3月の第48回設計設備小

委員会（DE48）において優先課題として検討を行

うこととなった。

　6．総合ビルジ処理システム（IBTS）

　　機関室で発生するビルジを根本的に減少させる、

　総合ビルジ処理システム（IBTS）に関する規定を

　　「船舶の機関室内での油水の取扱い方法に関する

　ガイドライン」に盛り込むべきとの日本からの提

　案については、次回DE48の優先事項として新規作
）
　業項目に取り入れることが承認された。

7、汚水処理設備の性能試験に関する間題点

　1976年に採択されたIMO決議に基づく汚水処理

設備の性能試験について、オーストラリアから、

類似の国際基準との比較による問題点の指摘とIMO

決議に基づく汚水処理設備の性能基準の見直しの

必要性が提案され、2005年3月目開催される第9

回ばら積液体・ガス小委員会（BLG　9）にて検討

が開始されることが合意された。

8．シップ・リサイクル

　IMOリサイクルガイドラインの実施を促進する

方法について、同ガイドラインが採択された2003年

12月のIMO第23回総会において強制化を主張する

国があったことを踏まえ、日本はMEPC51に対し、

①ガイドラインには多数の関係者を対象として

　おり、全体を一括して強制化する手法は適切で

　はない。

②ガイドラインの各要件にそれぞれ適した方法

　でその遵守を促進すべき。

との主旨の提案文書（②の遵守促進方法の例示を

含む）を提出していた。

　今次会合で同文書は多数の支持を受け、その方

法論に従いワーキンググループにおいて検討が行

われ、遵守促進の詳細について、本年10月のMEPC

52に向けてコレスポンデンスグループで検討を進

めることとなった。また、シップ・リサイクル問題

に関する国際機関間の共通認識の醸成を目的に設

置されるILO／IMO／バーゼル条約の合同作業部会

（JWG）について、　JWGに出席するIMOメンバー

国として、日本、バングラデシュ、ノルウェー、オ

ランダおよび米国の5一国が選出され承認された。

　　　　　　　　　　　（海務部・企画調整部）

　▽　ニジ℃〆　や…ミ婆・門三欝「響7．賢蓼〆．惣量．匹囎〆

コンテナトレードにおけるコスト要因の高騰を懸念
一アジア船主フォーラム（ASF）シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）

　第15回中間会合の模様一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轟．蕊、変熱．ぬ諮駄ぬ轟繍紘礪熱．撫滋餓

　ASFシッビング・エコノミックス・レビュー委

員会（SERC）の第15回会合が、2004年4月9日に

東京・海運ビルで開催された。

　同会合は、2003年12月の第14回会合（於北京）に

続くもので、ASFメンバー船協から6力国／地域

の代表21名が参加（【資料2】参照）、当協会から

はSERC委員長の草刈隆郎会長（日本郵船会長）を

はじめ7名が出席し、率直かつ活発な意見交換の

後、了解事項（【資料1】参照）を採択して会合を

終了した。

　今回の会合では、太平洋コンテナ航路のトレー

ド安定化問題、ドライバルク／タンカーの市況動．

向のほか、シングルハルタンカーのフェーズアウ

ト問題、固定点検設備（PMA）、バラスト水管理条

約案、独禁法適用除外問題など海運を取り巻く重

要事項についても議論された。

議論の主要点は以下のとおりである。

①定期船部門

　　アジア域内トレードのコンテナ貨物の荷動き

　量は大幅に伸びていることが報告され、2004年

4◎せんぎょう掘σッ2004



　は需給バランスの改善により市況が上昇傾向を

　示しているが留意された。全てのCEOは、アジ

　ア域内トレードの現状に関して正確な認識を持

　つとともに、それぞれの会社を適切に指導する

　ことを強く要請された。

　　太平洋トレードについては、東航における現

　在の堅調な需給バランスが今後数年は維持され

　得ることが留意される一方、現在の市況水準は

　海運会社の過去の投資を回収するのに未だ不充

　分であること、および急激に増大しているコス

　ト要因への懸念が共有された。高品質で安定的

　なサービスを提供するためには、過去の投資を

　回収し、高騰する運航経費を補填し、将来のた

　めに必要な再投資を行うことが不可欠であるこ

　とが確認された。

②　ドライバルク／タンカー部門

　　ドライバルク市況は、空前の好況が依然継続

　してい、ることが報告され、今後2005年にかけて

　も引き続き活況を呈し得ることが留意され、タ

　ン劃一部門も2004年においても引き続き堅調に

　推移するであろうことが留意された。

　　シングルハルタンカーのフェーズァゥトにつ

　いて、IMO国際規則が合意されたにもかかわら

　ずEUが地域的かつ一方的な規制を引き続き実施

　していることに懸念が表明された。また、タン

　カーとバルクキャリアの検査のための固定点検：

　設備（PMA）に関する現在のSOLAS条約の関連

　が再検討中であることが報告され、実際的な解

　決策を見出すため引き続きそれぞれの政府に意

　見を伝えるべきであることが合意された。

③　その他

　　2004年2月のIMO外交会議で採択されたバラ

　スト水管理に関する条約は商船のスムーズな運
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　航に重大な支障を及ぼすものであることに鑑み、

　自国政府に対し船主意見を十分に表明すべきで

　あることが合意された。

　　三社間協定に対する独禁法適用除外制度につ

　いては、海運業界のみならず荷主を含む貿易業

　界全体にとって欠くことのできないものである

　ことが再確認された。　　　　　（国際企画室）

／資料目

　　　　　　　　　　了解事項

　　　　　．アジア船主フォーラム（ASF）

シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）

　　　　　第15回中間会合（東京）にて採択』

2004年4月9日、東京

（2004年4月12日発表）

）

　、．アジア船主フ牙←ラムr（ASF）シッピ．ング・エコノミックス・レヴュー委員会（SERC）第15回中聞会

1餌二一・バー船融アセア・沖国冶湾・香港一三から6畑／地域の代表・・名醐
席し、20σ4年4月9日、凍京で開催された。出席者名簿は添付の通り．

ご1’・薄雪経涛「

塗煎子急き量≧㊥Pと9相關係について議論し・過去10輔のオ目糊係に基づ臆2004

年おタび20Q5年のナジァ／輩米航路の荷勲き量信年率で12％から15％程度の伸びが期待し得ることに留意

、した。会合はまた、最近WTOが発表した2004年の全世界のGDPと貿易額の対前年比伸び率が、それぞれ

・20Q3年の2．5％かち3ご7鰍こ」同4．5％から7．5％に上昇するとの見通しに留意した。
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　2．ドライバルク／タンカー部門

　　エ）ドライバルク市況での空前の好況はここ半年間も依鮎継続していることが報告さ飽た。べ1レクキ

　　　ャリアの供給量と、特に中国における鉄鉱石／石炭め活発な需要についての様々な．予測から、ドラ

　　　イバルク市況は2004年一杯および2005年に入っても引き続き活況を呈し得ることが留意さ塾準？

　　2）タンカー部門については、会合は、VLCC市況が過去数年堅調であったことならびに2004年においr
　　　く　
　　　七も引き続き堅調に推移するであ．ろうことに留意した。、しかしながら、出席者は、シングルハルタ．

　　　1ンカーのフェーズアウト前倒しについて、新たなIMO国際規則が合意されたにもかかわらずEP

　　　が地域的かつ一方的な規制を引き続き実施していることに懸念を表明し鵡串席者は、．国際海運は’

　　　入念に吟味され世界的に容認された規則によってのみ規制されるべきであるとの考え方を確認したd

　　3）タ・かとバルクキャリア喋査のた塑固舖鰭備（P翻に関レ耐・出際的で妙輝

　　　を含んでいる現在のSOLAS条約のPMA関連規定がIMOで再検討中であることが報告された。船主

　　　は、船級協会や造船会社と協力して実際的な解決策を見出すため、引き続きそれぞれの政府に意見

）　　を伝えるべきであることが合意された。

）

3．定期船部門

1）アジア域内．トレ「ド画しては・．同トレ藁ドに黙る20q3年掛コ≧テナ貨伽荷動き卑幣｝≒

　比して14．9％伸び・830万TEUに達したが・運賃は年間を通じ利益をもたらすものでな塗かつ窄こ．・

　　とが擶された途合は・…4年は需給バラ・スの轄朔奉れ・市拶上昇即を郵禰る：．

　　・とに幽した・それ帝室ψCE・1ま洞ト・一ドρ獄に闘して正確嬬1哉訟訴ともに・

それぞれ・会社を醐r即する・とを強く要請さ叫茸た・↑・・購と関幽幽？嬉嬉、

告された・出儲は・騨者がこの問題樋切に論ずべきで姉こ嫡認猷㎜・タ潔可趣

　2）太平洋トレードについては、依然として続く堅調な荷動きに留意した。コンテナ輸送能力と貨物’、

量に関する予測によれは．剛・一ドの瓢におけ襯在の需給バラン31吟鱗年は轡さ鵜、

　るものと考えられるが出瀦は現在の市況水翻腿会社の過却投資を圃騒の豚杯．
　充分であることに合意した。さらに出席者は、鋼板の不足によるコンテナ不足、用船料の急騰燃

料油騰の騰瀧・鉄道・トラ咳・フ・7ダ「鐸料金と造鱗卸上磯ζ櫓脚曽大

　　している・ス腰因への馳を熟した・白馬えて迷西岸におけ碑脚の不＋出盛幽幽

　　られたター・ナ熔量が根本的媚騨1き起こPている識儲は適顯で撃的ケサゼ・
　を提供するためには、過去の投資を回収し、高騰する運航経費を補填し、将来りために必要な再投

　資を行うことが不可欠であることを確信した。定期船事業1り安定的で持緯可雄志経営を実現するた、

　めには、認可されている各航路協定におけるCEOの強力なリーダーシップが木可欠であることが認．

　識され、過去の数回の会合で採択された以下「3－C」キーワードの重要性が念押しされた。．

　一長期かつ総合的戦略に基づく経営判断を行う自信（Con且dence）

　一充実したサービスを提供するための、認可された協定を通じたアジア海運産業内の協力（CQope獄
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　偵on）

一認可された協定における相互信頼と理解を通じた対話（CommunicaUon）

3）海事保安問題については、いくつかの国や地域が近い将来に米国の保安関連規則と類似の規則を

導入するであろうことが留意された。出席者は、海運の国境を越えた事業活動に鑑み、海運業界に

適用される規則は国際的に調和されるべきであることに合意するとともに、船社がこの点を各当局

に十分伝えるべきであることに合意した。一方、海事保安規則に応じるための各種対策が、自社側

’に多大な金銭的・人的資源を必要としていることが指摘された。出席者は1規則に成功裏に応じる

ためには関係業界の協力． ﾆ理解を得ることが不可欠であることに合意した。

4∴その他、、

4雌鳥1・｛rスト水の鯉・関する条約が2・・4年～月のIM・三会1義で採択さμたこと・騰

　　した。、同条約の詳細なガイドラインは今後IMOで検討されるごとになるカ§、同条約は、三種にかか

　　やりをく商麟φズムーズな運航に重大な支時を及ぼすものである。置合は・海洋環境保護の重要性

譲灘2漕今轡奪叫r騨rそ二丁響表明すべき
．1）瀬業界が鎖していや柵こつ匠嘩切ケ理解を得る蓼め・現状を騨に回す砿鮨動

ご芸無が識され厨
「言臥ま総出誉者は・海琿業界に関する最遷7）ぞめ他（ρ勃向についても意見交換を行った』∫三社間協定

、：に囎融業適用麟鞭に？v’て！ま海諜界のみならず解を髄賜挙界全体にと・て欠

く⑳で轡1も㏄あ奔ことが醜男さ榔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

）

＊ ＊．． ＊

、． V・’ wング・≠コノミ・1クス、●レビュー野物（SERC）は・．船社CEOが海運に離するマク曜済

的な貿易情感やそめ動向を検討する暢である。SE耳（｝の目的は、入手可能な経済データを考察し主要貿易

問題の展望を共有することにより、．経営意思決定の質を高め．ることである。

）

【資料2】

　　　　　アジナ船主フォーラム《ASF）

シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）、

　　　　　　　　　第15回中間会合

　　　　　　　日．時＝2004年4月9日（金）

　　　　　　場　所：東京（日奉船主協会会議室）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出　席者

委員長
　草刈　修郎　　日本船主協会会長（日本郵船会長）
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　　メンバー

　　〈中国船主協会＞

　　　M・G・・W・輸i・（Exec・廿・・Vice　P・esid・nち．C臨・0・脚．ShipPl・g（G・q・p）Cα）、

　　　Mr　Zhang　Ming　Zhong（PresidenちChina　Shipping　Container　Japan、ρq：，　Ltの．．

　　〈アセアン船主協会連合会〉

　　〈ブイリ．ピン船主協会＞

　　　Ms　Doris　Magsaysay　Ho（President　and　CEO，　Magsaysay　Ma面me　Cofp．）

　　＜マレーシア船主協会＞

　　　Datuk　Dr　Nik　Mohd　Zain（Execu廿ve　Chahfman／CEO，　Nepline　Bhd．）

　　　Mr　Azmi　Alwi〈General　Manager，　Nep】ine　Bhd）

　　＜Myanma　Fiv6　Star　Line＞

　　　Mr　Sun　Maung（Owner’s　Repr6s6ntative（rokyo），　Myanma　Five　Star　Line）

）　＜シンガポール船主協会＞

　　　Mr　Ronald　D　Widdows〈CEO，　APL　Co。　Pte　Ltの

　　く香港船主鰯会＞

　　　Mr　Philip　Chow（CEO，　Oden亡Overseas．Con加lner　Lin6　LtdJ．＼、

　　〈日本船主協会〉

　　　太田　健夫（飯野海運社長）

　　　神田　康孝（新日本石油タンカー社長）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ釦

　　　飯沼難（川崎汽船専務取締役）．　　　　　　　　　虜
　　　佐藤　博之、（商船三三副社長）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魂

　　　石田　忠正（日本郵船副社長〉

、三野臆〉（日本騨営轡ヒゴブ欝㌃、

）　M・TMUm邸ce　P・esid・・田瑚i・S璋PPi・g　C・．，　Uの

　　　M・Jae　H四・や・（S・・io・Exec・垣・e　Wgr’恥・1＃・岬四hd・i　Me「ch騨町in・Cα，　hの

　　〈台湾船主協会＞

　　　Mr　ArnQld　Wang（President，　Evergreeh　Ma血e　Corp．　Ltd）．．

　　　M・CKO・g．①resid・nち膿i・g　M⑱や．町…pρ並C・Φ）一

　　　D・CCChen（¢…pCh・㎞飢W飢H三三・串L亡の…

　　　Mr　Robert　Ho（Exeごutive　Vice　PreSident，　Yang　Min塞．MarinεTranspo士t　Coや」．

　　弁護士
　　　Mr　Stanley　O　Sher（Attomey　At　Law，　Sher＆Blackwe11＞

　　事務局

　　　園田　裕一（日本船主協会　企画調整部長兼国際企画室長）

　　　石川　　尚（日本船主協会　国際企画室課長）

　　　笠原　永子（口本船主協会　国際企画室）
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　　　　　　セ

3鞍懸欝響衡寸は次回以降1こ持ち越し1こ

　IMO第88回法律委員会が2004年4月19日から23

日までの間、ロンドンのIMO本部で開催された。

参加者は70の国と地域、その他ICS、　CMI（万国海

法会〉をはじめ21団体で、わが国からは国土交通

省、外務省、法務省および当協会等が出席した。

　今会合では、2002年10月にわが国から提起した

「船舶における犯罪から船員及び乗客を守る手段」

（TへIIMA号事件関係）をはじめ、2005年の外交会

議での条約採択を目指す「海洋航行の安全に対す

る不法な行為の防止に関する条約くSUA条約）の

改正」、および「海難残骸物除去に関する条約案」

等について審議された。

　審議の概要は以下の通りである。

1．船舶における犯罪から船員及び乗客を守る手

　段

　本件は第85回法律委員会（2002年10月）で、わが

国がTAJIMA号事件のように外国籍船で発生した

重大事件の被疑者を速やかに下船させる方策の必

要性を訴えたことが契機となり、本委員会の正式

議題として検討されている。

　今回、わが国ば蜘IMA号事件の経緯および法律

上の論点を整理し、また、国内法の改正について

紹介する文書を提出、議論の促進を図ろうとした。

しかしながら、方策検討の基礎とすべく、2003年

からCMIが行ってきた各国法制調査の最終報告が

調査の遅れ等から先延ばしされたため、今回は具

体的な議論は行われなかった。

　具体的な進展はなかったものの、デンマークを

はじめとする各国は日本提案に対する賛意を表す

とともに、対策検討の重要性を改めて指摘した。

　次回会合では、CMIが各国法制調査結果を基に

具体策を提案する予定であることから、議論の進

展が期待される。

　　　　　　　爺駄ぬ蕊轟識目無講齢．千転血轟

2．海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に

　関する条約（SUA条約）の改正

　IMOはテロに関連した船舶の利用を阻止すべく、

第86回法律委員会以降SUA条約の改正作業を続け

ており、2005年には外交会議を開いて改正条約を

採択する予定である。

　今回の会合では、「犯罪化条項」に大量破壊兵器

の輸送行為を犯罪化の対象に含めることの是非お

よびその規定内容、テロに関与している疑いがあ

る船舶に旗国以外の国の官憲立入りを可能とする

「臨検条項」の内容が論点となった。

　まずメキシコ、中国等各国から世界貿易の主要

な担い手である海運への影響に十分配慮しつつ、

改正作業を進める必要があることが改めて言及さ

れ、一方ICS代表は「海運業者は荷主に指定された

港間を輸送するのみ。犯罪化条項に含まれる“輸

送”の実行者／責任者は誰を指すのか明確にして

おくべき。」と主張した。

　「犯罪化条項」については、核拡散防止条約（NpD

未加盟国であるインド、パキスタンが核を含む大

量破壊兵器の輸送を犯罪化対象とすることに強く．

反対、対象とすることを支持する他国との問で議

論は平行線を辿り、今後引き続き検討していくこ

ととされた。

　また、「臨検条項」については、疑いのある船舶

への立入り検査実施国は旗国に連絡後、（了承がな

くとも）4時間経過すれば自動的に乗船可能、と

する規定案が焦点となったが、ICSが「公海上の臨

検は旗国の事前承認の下で行われるべき」と主張、

わが国は「4時間の期限は現実的でない」として

見直しを求める等、原案を支持する意見はなかっ

たため、再度内容が検討されることになった。

　さらにICS等は、臨検で輸送に遅延が発生した

場合の補償条項の充実、船員への配慮について要

）

）

せんきょう福σy2004◎9



閥EWS閥EWS羅W麟匿W5鰯W5羅糀…鐵輔
請し、ノルウェー等から賛同を得た。

　今回は審議の大半が大量破壊兵器の輸送を犯罪

化対象とするか否かに費やされ、特筆すべき合意

事項は見られなかった。このため、法律委員会は

2005年の外交会議まで時間が少ないことに鑑み、

2004年7月に作業部会を開催することとした。

　3．海難残骸物の除去に関する条約案

　　海難残骸物除去に係る船主および関係者の義務

　および沿岸国による撤去制度の確立等を目的とす

　る条約で、今回はテロにより発生した残骸物に対

　する船主の免責問題、残骸物発見時の通報義務対

　象者が主な論点となった。
）

　①テロ被害による免責

　　　アテ．ネ条約、HNS条約＊等他の海事責任条約

　　にテロ免責が未だ含まれていないことに鑑み、

　　本条約にテロ免責を盛り込むのは時期尚早との

　　見解がカナダ等から示されたが、他国からは免

　　責条項を盛り込む趣旨自体は支持されたため、

　　今後条項内容を更に検討していくこととなった。

　②残骸物発見時の通報義務対象者

　　　オペレーターにも通報義務を課すことが概ね

　　支持され、条項の文言を検討していくこととな

　　つた。また、ノルウェー等が船長も対象に含め

　　るべきとの見解を示した。
）

　③その他

　　　わが国は英国等とともに「残骸物の定義」を

　　検討中であり、適当な文言が纏まれば次回会合

　　で関係者と共同提案したいとの意向を示した。

4．船員の公平な取扱い

　近年海難事故に伴い、船長／船員が長期間沿岸

国に拘留される事態が増えていることに鑑み、フ

ィリピン等4力国およびICS、　ISF等8団体は「船

員の公平な取扱い問題」を法律委員会の議題とし、

同問題に関するガイドラインを作成するよう提案

した。

　更に、ILOはIMOとの合同作業部会を設置し、

ガイドラインの検討を進めてはどうかとの提案を

行った。

　スペインが同ガイドラインの各国司法権に与え

る影響に懸念を示したものの、多数の国がこれら

提案を支持し、同問題を法律委員会の正式議題と

することが決定されるとともに、IMO／ILO合同作

業部会を設置してガイドラインを含む方策につい

て検討に着手することが合意された。

5．2002年頃テネ条約改定議定書における保険義

　務

　改定議定書（未発効）では、国際P＆1グループ

（IG）に対し議定書で定められた責任限度額にあっ

た保険カバーを求めているが、IGの代表から、責

任限度額が高額なことなどを理由に加盟クラブお

よび一般の保険市場のいずれも議定書が求める保

険を引き受けることは難しいとの訴えがあった。

ノルウェーはこの問題に取り組んでいくことに同

意し、法律委員会関係者が非公式に意見交換を行

うこととされた。

　　　　　　　　　　　　　　　（関連業務部）

　＊HNS条約…Convention　on　Liability　and　Compe皿sa－

　Uon　for　Damage　in　Co㎜ec丘on　with　the　Carriage

　of　Hazardous　and　Noxious　Substances　by　Seaの略。

　危険物質および有害物質の海上輸送に伴う損害に

　ついての責任および補償に関する国際条約。1996

　年4月ロンドンにおいて開催されたIMO外交会議

　において採択された。同条約は、船舶による海上

　輸送中の有害危険物質（各種の化学物質、石油、

　LNG、　LPG等）により発生した損害の賠償および

　補償について被害者救済の充実を図るため、（1）船

　主の責任について厳格責任を課す一方で、一定の

　責任限度（船船の総トン数に応じて算出、ただし

　最高1億SDR（約142億円）で頭打ち（10万総トン

　相当））を設定するとともに、これを強制保険で担

　保することとし、②船主の責任を超える部分につ

　いては、有害危険物質の受取荷主が拠出する国際

　基金（HNS基金）が補償（船主責任限度額と合算

　して最大2．5億SDR（約313億円））を行うこと等を

　定めている。（1SDR＝￥125で換算〉
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　　　　じ　　じ

　アジア船主フォーラム船舶保険・法務委員会

（SLIC、　George　Chao委員長：香港船主協会）第9

回中間会合が、当協会をはじめアジア10船主協会

から17名が参加し、4月20日に香港において開催

された。

　今回の会合では、IMO法律委員会、国際油濁補

償基金、国連国際商取引委員会（UNCITRAL）、万

国海法会（CMI）等における海事関連条約の審議状

況の確認およびそれらに関する意見交換が行われ

たほか、船舶保険関係事項について報告が行われ、

共同声明を採択した（【資料】参照）。

　会合の主要点は以下のとおりである。

①船主責任関連条約関係

　　海上運送における旅客および手荷物に対する

　補償等を取り決めた条約であるアテネ条約につ

　いては、2002年に採択された改定議定書が高額

　な船主責任限度額を設定しているが、P＆1クラブ

　が引受け可能か、できるだけ早く見解を示すよ

　う求めることとした。

　　また、油濁補償問題については、2004年2月

　に開催された国際油壷補償基金作業部会の審議

　（本誌2004年3月号P．12参照）について報告お

　よび意見交換が行われた。当協会が油濁事故防

　止の観点から、サブスタンダード船問題を補償

　制度に絡めて検討することに理解を示したこと

　に対し、他の出席者からは、補償とサブスタン

　ダード船の問題は別に検討していくべきである

　こと、またサブスタンダード船の定義が難しい

　との強い意見が寄せられた。その結果、油濁補

　償問題におけるサブスタンダード船の問題につ

　いては今後も検討していくこととなった。

②海上物品運送関係

　　現在、UNCITRALで行われている統一ルール

　作成の検討について、現行条約の下で船主が享

　受している権利が改正される恐れがあるという

　ことから、その動きを注視していくことを確認

　するとともに、CMIで検討されるヨーク・アン

　トワープ規則の見直しについては、現行規則は

　94年に改正されたばかりであり、現時点での改

　正は必要ないという船主の立場を確認した。

③IMO法律委員会関係

　　IMO法律委員会で主要議題となっている、「海

　洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関す

　る条約等（SUA条約）」および、「海難残骸物除

　去に関する条約」の検討状況について議長国よ

　り報告があった。

④保険関係

　　香港が中心となって進めているアジア・マリ

　ーン・コンソーシアムの運営状況について、2003

　年12月31日現在アジア10地域から823隻を引受け

　るまでに至っている旨報告があった。

　　　　　　　　　　　　　　　（関連業務部）

）

）

【資料】

2004年4月20日’

アジア船主フォーラム（ASF）舶舶保険・法務委員会

　　　　　　第9回中間会合共同声明

5アジア船主フォ．一うみ（ASF）船舶保険・法務委員会（以下、．委員会）第9回中間会合が、2004年4月

幻日㈹ぐ香港において開催された。：
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　　会合には・、オーストラリア・申国・台湾・日本・韓国・香港の各船主協会お串塗アセアン船主協会連

　合会を代表してインドネシア、フィリピン、シンガポ憎ル、タイの各船主協会が参加した6

　　委員会・手・マ・一シア船蜴会会長でMISC曲説髄儲載るヤシ・即黙の言卜郷接し・深

　い哀悼の意を表した。

　　委員会は、P＆1保険付保との関係で、1974年アテネ条約の2002年改定議定書がもたらす潜在的な影響に

　ついて前回の委員会に引き続き議論を行った。そして、船主責任限度額の引キげに対し、国際P倖1グル

　ープの中でコンセンサスが得られていないことに留意した。議定書の条文が、個々のP＆1クラブの客船

　を運航していないメンバーに、クレームのシェア、またプール協定を通ビて、不公平な負担を課しかね

ないこどに懸念臓明された・頚会1ま・縫業界の齢拷配し効で・議矯力溌効す硝rは客

　船のクレームを取扱うシステムが実施されるよう・できるだけ早く三十した謎解を打ち朝すタう国際P

　＆1グループに促した。

　　委員会は、海上物品運送条約改正草案の現在の審議状況に留意し、その中の未解決の問題点に？いて

）議論を行った。メンバーは、船主の権利、免責を変更しようとする提案には断固としで反対するよう、

　審議の推移を注視し続けることとした。．

　　メンバーは・粧の1994年・一ク…トワープ規則を含む面諭唖彿1摩1こつ・1て・i卿咽

　際海上保険連合）より見直し炉求められていること、および現在CMI（万国海珠会）．、で棟説されていう、

改正・内容につ・・留意した・現行・姻獺・ま堅固なも・で揃回廊殉。軋力・たrξおらず

羅　近のことで糊嚇で：の改正は不必睾1とす1海轡響塑1響

　　委員会は、2004年2月に開催された国際油濁補償基金作業部会め結果とそこで取り上げ1らμ湊問題に

…議論・行・た…イ・「・…Cの下総責任限面輪・・上戯評碑趣現
行のFC限麟までを船主と油受取人が縦舗・シ・アする提案が出さ続・ζ！・髄レ祥二瀬欄

囎噛する補償ゼ・・ア”に負担してきたか・そレて今後も幽し御得る．r些婦面こう
　した点を明ら．かにするために船主と油受取人の過去の拠出費用調査が行われて．いる6委員会は｝この調

）査結果が排除されることないように、また、新たに設立される追加基金とCLC／FCの責任限度額50％引

　上げの実績が得られるまでは、現行の補償分担方法の変更を行うことを控えるよう促した』

　　委員会は、海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約等（SUA条約）の改iEに関する議

謝槻在IM・辮類会で断中筋ることに臆したる・～バーは・刑事騨を胸かね軸騨定、

　については明確かつ正確にドラフトされるべきであり、また臨検に対する萌確な根拠と条約に盛り込む

　べき適切なセーフガードが必要であるとする、海運業界の立場を支持した。、

　　委員会は、IMO法律委員会で現在、海難残骸物除去に関する条約案につレ｝て議論力1行わμていること．

　に留意した。メンバーは、海難残骸物が貨物側の理由によって障害の構成要素になっている場合には背

　主側に賠償責任があるとする条文案を再度条約案に盛り込むこと、および適切なテロ免責を導入するこ

　とをIMO法律委員会に促した。

　　メンバーは、油記録簿の改悟の結果、船舶が抑留され、乗組員が罰金と拘留を受け、さらに当該船主

　も罰金を受け、継続して環境監査人を付けることを要求された複数の事例について議論を行った。船主

　は、乗組員により違法な作業が行われていること、そして油記録簿が改窺されていることを認識してい
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ないケースが殆どであった。委員会は、香港船協が“Fit　fQr　Purpose”キャンペーンの一環として、新造

船にフィットしているエンジンルーム設備は本来の目的に合致するのか、この点について最低限の基準

を設ける冷めにIAqsとともに活動していることに留意レた。

7ジ㍗副田町・㌣・「シアムのマネージ・」がシ・ジケラの醐｝・関す硯状雛を行

？た・類弁は円舞堅調に熊キヤノ1シテ・一を提供鍋ことから一ン㍗シアムを嘩鰭在

として位置付けており、十分満足できる結果をもた．らしたコンソーシアムの手堅い保険引受け手法に留’

意した。

　香港代寡は㍉War　Risk　Facililyの設嗣『向けた最：近σ！動きについて報告を行った。依然として樟群の初

等階では岬轍立のあかつきに1燭加騨協9メ≧バ「会駕騨妙の陀ノ1「シヅの門戸

岬放す礁向を示した9…、

　、委員会の次回会合は、2004年5月25日、’ASF第13回総会の直前にシンガポールで闘催される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

）

．
臥
臨
翫
醗

　　　　　　　。継翫内外情報蜜

港湾労働者の賃金水準是正要求
一2004年港湾春闘の模様

1．春闘の争点

　組合側より雇用と就労の安定化対策や各種基金

制度の拡充を盛り込んだ要求書が出されたが、今

春闘の最大の課題は港湾労働者の賃金水準の是正

とされ、港湾荷役にかかる届出料金および認可料

金の完全収受に向け不退転の決意で臨む姿勢が前

面に押し出された。船固が史上空前の利益を上げ

る中、料金の完全収受に向けて船引側の理解と協

力が要請された。

2．労使交渉経緯

　2月10日に開催された第1回中央団交では、組

合側（全国港湾労働組合協議会：全国港湾、全日

本港湾運輸労働組合同盟：港運同盟）より使用者

側（日本港運協会：日港協）に対し、「04年度港湾

産別協定の改訂に関する要求書」並びに「04年度

春闘要求に関わる申し入れ書」が提出され、産別

協定の改訂を目指して、以下の要求項目について

趣旨説明がおこなわれた。

　　　　　　　撫轟講転孤轟．巖．撫漁漁匙、撫轟蝕

（1）雇用と就労の安定

（2＞各種基金制度の拡充

（3）労働時間に関する協定履行

（4）産別賃金の改定

（5）1995年認可料金水準の完全収受

　3月3日の第2回中央団交では、使用者側より

組合側の要求項目について逐条的に説明があった

が、具体的に回答が示されなかったため進展はな

かった。組合側より次回交渉でも進展がなければ、

3月中旬にもストライキを構える姿勢が示された。

　3月16日の第3回中央団交では、使用者側より

時間外労働における割増賃金算定基礎分母の改訂

（156→155）、料金収受に対する船三三の理解につ

いて説明された。これに対して組合側は、「最大の

争点である料金面で前進があった」とし、ストラ

イキ通告をおこなわなかったが、見解を保留した。

　3月25日の第4回中央団交では、大詰めの交渉

がおこなわれ労使合意に達した。

　これに伴って仮協定書および覚書が締結された

｝
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　他、最大の争点であった料金完全収受問題につい

　ては、使用者側より「完全収受に向けて努力する」

　などの決意表明が口頭で述べられた。

　　一方、船内賃金関係の交渉は組合側（港湾荷役

　事業関係労働組合協議会：感荷労協）と使用者側

　（日港協船内経営者協議会：船経協）との間でお

　こなわれた。

　　2月23日に組合側が要求した基準内賃金月額

　16，000円の値上げ要求に対して、2月25日、3月3

　日、3月16日、3月22日、3月25日、3月26日と続

　けて交渉がおこなわれ、基準内賃金月額1，500円の

　値上げに加え一時金として月額一律2，000円を支給

　することで妥結した。
）

3．主な労使合意事項

ω　コンテナターミナルの再編等に係わる基本問

　題、基準賃金制度の設置、5・9協定（労働時

　間短縮、産別賃金制度）などの諸問題について

　は引続き労使政策委員会で協議する。

【参考資料】．

（2）「規制緩和に係わるセーフティネット」の一つ

　として13地区港運協会を単位とする労・業・官

　による「港湾安定化協議会」（仮称）の設置・運

　営については、今後関係者間で調整する。

（3）港湾の保安対策関連では、①改正SOLAS条約

　施行により港湾労働者の基本的人権および労働

　基本権を侵害しない、②警備業務は原則として

　港湾関係事業者・労働者の業域・職域である。

2004年港湾春闘の労使交渉経緯

4．総　括

　今春闘の焦点だった料金問題については、成文

化されなかったものの、使用者側が完全収受に向「

けて努力する意向を口頭で表明し、組合側がこれ

を了解した。三社側の高業績を背景に組合側がス

トライキ実施を示唆するなど波乱が予想された今

春闘は賃金面では昨年妥結実績を500円上回ること

になったが、一度のストライキも実施されること

なく難に到・た・　　　蓄
　　　　　　　　　　　　　　　（関購務部）

　　　　　　　　　　　　　　　　　．纂・

　2丹3日～4日　全国港湾評議委員会開催

　　　　　20σ4年春闘方針および要求内容を検討

　2月10日　第1回中央団交
）
　　　　　租側側より、「04年度港湾産別協定の改訂に関する琴求書票韮びに「04年度春闘要求に開わる

　　　　　、申し不れ書⊥、が提出され、要求・申し入れ内航について趣旨説明がなされたα、

2月23日

2月25日

3月3日

3月10日

3月16日

3月22日

港荷労協より船経鰯に翌日一月騨16，ρ00円の値上げを内容とする要求書が畢出された。

第1回船内賃金交渉組合側より要求内容の趣旨説明がなされた。

黎罵獄懸籍渉使謄1より逐条三明がタさ幡騨｝鰭

全国港湾より各単組委員長、r各地区港湾議長宛に丁第2次全国統一行動に関する準備指令」

（21日始業時より22日始業時までの休日就労拒否）が通知され、「次回中央団交の回答如何に

より幹事会で判断する」とされた。

第3回中央団交および船内賃金交渉

．中央団交では、使用者側より料金収受に対する船社側の理解について説明があったため、組

合側はストライキ通告をおこなわず、10日に通知された準備指令は解除された。船内賃金交

渉では使用者側より月額500円の有額回答があったが、組合側は不満を表明し態度を保留した。

第4回船内賃金交渉
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3月25日

3月26日

使用者側より月額1，000円の有額回答が示されたが、妥結に到．らず組合側は口頭で27日、28日

の両日に亘る休日就労拒否を事前通知した。

第4回中央団交および第5回船内賃金交渉

中央団交で制度問題について合意に達したが、船内賃金交渉は妥結に到らず。

第6回駅内賃金交渉．、

使亡者側より基準内賃金月額ユ，500円の値上げ｝一時金として月額一律島000円の支給が示され

妥結した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

国際船舶に乗り組む外国人船員の新しい海技資格
承認制度始まる

　国際船舶（日本工船）に乗り組む外国人船員が

所持する外国海技免状（訂CW条約締約国の資格

証明書）に対して日本国政府が承認証を発給する

制度、いわゆる承認制度に関して新たな手続きが

認められることとなり、これに基づいた国内海事

法令講習が2004年4月19日（月）から23日（金）の間フ

ィリピンのマニラにおいて実施され、約100名のフ

ィリピン人およびインド人航海士・機関士が参加

し全員が無事講習を修了した。

　承認制度は、国際船舶制度の創設に伴い1999年

1月以来実施されている。これまで年3回（1・

6・9月）の割合で、国土交通大臣が指定する日

本郵船・商船三井・川崎汽船の各フィリピン研修

施設において、約1週間の日本国内の海事法令に

関する講習（国内海事法令講習）とこれに続いて

日本人海技試験官による口述試験（承認試験）が

実施されており、2004年1月の開催で合計12回を

数える。

　2003年6月20日に開催された「官労使参加の国

際船舶制度フォローアップ検討会、通称『加藤検

討会』」において、当承認制度の円滑な実施が国際

船舶制度を推進する為に必要であるとの観点から、

「口述試験」を「本船の船機長による能力確認」

に変更することにより柔軟な対応を可能とする制

度を新たに追加する方針が決定されたもの。

　新たな制度は、これまで口述（承認）試験によ

　　　　　　　謀臨．議。議礁蕊愈撫轟へ轟蕊。魚

り行なわれていた「船員の海技に関する知識・能

力」の確認を海技試験官でなく本船の船機長が行

なうとするもので、’これにより、海技試験官派遣

上の制約から年3回に限定されていた実施回数を

増加（年10回を見込む）することが可能となり、

船社の国際船舶の配乗計画における外国人職員不

足の問題が軽減されることとなった。また、承認

証が日本の関東運輸局で発給されるなど日本とフ

ィリピンの2国に跨り複雑な手続きが要求される

中、新たな制度では申請書類の様式やその取扱い

方法などについて関係者間の了解の下により簡便

な方法が取り入れられており、大部分の手続きが

フィリピンの指定講習機関、船虫またはマンニン

グ会社において完結することから船社における手

続き業務の負担が軽減されることにもなった。

　船社の要望に対応して、これまでの承認試験制

度も新たな承認制度と並行して運営されることと

なっており、本制度の一層の利用増加が見込まれ

ている。

　　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊

　当協会船員対策室では、新しい承認制度の運用

開始に当り関係者間における詳細な検討に参加し

船社意見の反映を努めるとともに、その内容を「新

しい承認手続きの手引書」として取りまとめるな

ど本制度の円滑な運営維持に務めている。

　　　　　　　　　　　　　　　（船員対策室）

）

」
）
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神戸硬鞠

「帆船模型」と過ごす休日

　　今回は日常の業務ではなく、休日における私の

趣味についてお話ししたいと思います。

　　今、私が夢中になっているのは「帆船模型」の

　製作です。神戸育ちで、船は小さい頃から身近な

存在でありましたが、この趣味は延べ5年間の東

京勤務を終えて神戸へ帰ってから始めましたので、

｝今年で17年になります。最初に取り組んだのはコ

　ロンブスがアメリカ大陸発見の航海をした3隻の

　船団うち最も大きな1隻「サンタマリア」で、何

　とか形にはなったものの、作り方が悪かったため

に数年で壊れてしまいました。その後何隻も作り

　ましたが、中でも写真の「ヴァーサ」は私の最盛

期の作品です。実歴は中世のガレオン船で進水後

すぐに沈没し、現在は引揚げられてスウェーデン

　のストックホルムにあるヴァーサ博物館に展示さ

れでいます（ヴァーサ博物館のホームページhttp：

／／www．vasamuseet．se／）。私が作った模型の方は自

宅に飾っていましたが、先の阪神・淡路大震災で

マストが折れてしまい、いまだに修復されないま

ま哀れな姿をさらしています（修復するのは新し

く作るよりも難しいのです）。

　私は阪神間を中心とする同好会「神戸帆船模型

の会」に所属しています。この会の平均年齢は65

歳くらいでお年寄りの方が多く、私はあと2年足

らずで定年60歳を迎えるというのにまだ若い方で

す。1隻を完成させるのに約1年かかりますが、

体が元気で気力さえあれば何歳になって斡続ける

　　　　　　　　　　　　　　　　　ちやことができる趣味と言えます。ちなみに皐長老の

会謙鄭座く1雛謙薬員

｝

羅

拝
撚
，

鑛

灘
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が協力してモニュメントを製作していますが、15

周年に製作した写真のビクトリー号のカットモデ

ル（船体を船首尾方向と直角に輪切りにしたもの）

は神戸海洋博物館に寄贈しました。これはトラフ

ァルガーの海戦でネルソン提督が旗艦とした100門

艦（大砲100門を搭載している軍艦〉で、実物の1

／10の縮尺で製作、当時の水兵や海兵隊の人形200

体あまりを乗せています。

　また、4年前から同博物館と共催で帆船模型講

習会を開催し1：初心者の方に半年間で1隻を完成

するまで指導しており、好評を得ております。1

回につき講習生の方は15人程度ですので、これま

でに60人あまりの方が卒業されたことになります。

　ここで少し会の紹介をさせていただきますと、

「神戸帆船模型の会」は港都神戸を中心として木

製帆船模型の製作を趣味とする者が集まり、昭和

58年（1983年）創立されました。隔月に研究会、

毎年秋に展示会を実施するほか、会報の発行、年

2回目懇親会などを行っています。現在の会員数

は45名で、少人数ながら、和気藷々とした雰囲気

で活発な活動を繰り広げております。私は副会長

として懇親会とWEBの担当をしています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　同じような同好会は全国各地にありますが、最

近、東京にある「ザ・ロープ」の旗振りで全国組

織の連合会が設立され、情報の交換をしています。

　帆船模型について詳しい情報を知りたい方、興

味のある方は、他団体へのリンクもありますので、

是非一度神戸帆船模型の会のホームページ（htΦ：

／／homepage2．n出y．com／ssmk／）　をご覧ください。

　　　　　　　（阪神地区事務局長　谷ロー朗）

F
、 ）

窯
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肥
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）難減点無論鰯贔巨£こ

　　て開催された。

　　（P．4海運ニュース参照）

恐嚇驚騒繕親黙撫錺
　　検討結果を発表した。論点となっていた船員

　　の社会保障について一定の前進が見られた。

難譲鷲翻鷺欝驚籍睾盤装

　　適用除外のあり方を検討するため、海運問題

　　研究会の下部機構として「海運経済委員会（座

　、長・杉山武彦一橋大学副学長）」を設置した。

紫黒国土交通省は、初めてとなる日本と中国の運
嚢薗蓑輸ハイレベル協議を同省で開催した。マラッ

　　カ・シンガポール海峡の利用・負担問題をは

　・じめ、航行安全の確保や改正SOLAS条約に関

　、ご連するテロ対策等について連携・協力してい

　　くこととした。

懲醗国連環境計画（UNEP）第3回公開作業部会

　　（OEWG　3）がジュネーブにおいて開催され

　　た。

、
撃

滅IMO第88回辮頚会（LEG88）がロンドン

悪趣墜套参照、・

羅「官労鯵加の国際船瀾度フォローアップ

難検討会樋称・加鰍響町）」の方針を受け・

欝慰講：編膿撫齢諜雛

　　の新しい制度に準じた国内海事法令講習の第

　　1回目がフィリピンのマニラ市で開催された。

　　（P．15海運ニュース参照）

纏◎IASF船舶保険・法務委員会が香港において開
譲母1催された。

　　（P．11海運ニュース参照）

18㊥ぜんきょう源砂2004



訟藩法畿締潟撫

譲

　　　灘

㊧　国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保

　　等に関する法律（法律第31号、平成16年4月

　　14日公布、平成14年12月12日に採択された海上

　　人命安全条約附属書の改正が日本国について

　　効力を生ずる日から施行、一部平成16年4月

　　23日施行）、

鍛　国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保

　　等に．関する法律施行令（政令第164号、平成16

　　年4．月14日公布、平成16年4月23日施行）

⑭　領事官の行なう船舶法等の事務に係る処分又

　　はその不作為についての審査請求に関する政

　　令の一部を改正する政令（政令第ユ65号、平成

　　16年4月14日公布、平成16年4月23日施行）

⑫　海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等

　　の一部を改正する法律（法律第36号、平成16

　　年4月21日公布、平成16年7月1日施行）

㊧　油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律（法

　　律第37号、平成16年4月21日公布、平成17年3

　　月1日施行、一部平成16年12月1日施行）

㊨　国際航海船舶友び国際港湾施設の保安の確保

　　等に関する法律施行規則（国土交通省令第59

　　号、平成16年4月23日公布、平成16年7月1

　　日施行、一部平成16年4月23日施行）

㊨　船舶安全法施行規則及び船舶設備規程等の一

　　部を改正する省令の一部を改正する省令（国

　　土交通省令第61号、平成16年4月26日公布、

　　平成16年7月ユ日施行、一部平成16年4月26

　　日施行）

）

日本船舶機関士協会舶用機器の故障事例集CD・ROMを作成

　日本船舶機関‡協会では・今般ホニムペーギを開設したのを記念して・同協会機関誌「マリンエ

ンジ；ア」に4989年工月号より2003年忌2月号まで掲載された「舶用機器の離郷事例」379件を機器別、

、部品別に分類し、故障の経緯・状況、推定原因および対策等を取りまとめるとともに、図面・写真

等を全て添付したCD・ROMを制作しました（価格未定）。’

・の．φR・M些は・’rA・縛で糸勺8・qペー彦・もおよぶ財三三が端又録され・本船および陸上

鷺開髄、騨零聯聯とし刃ま牟社中における聯嚇としても有効

聯会では・6筋ら翻すべく準備しており講入汐者は同協会ホームページにアクセスし・

「資料購入申込書」を利用してFAXするか、　E．メールによりお申込み下さい。

●」ヨ本船舶機関士協会ホームページ：http：〃ww鳳marine－engineerjpノ

）
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1，わが国貿易額の推移　　　　　　　　　　（単位：10億円）　　2．対米ドル円相場の推移（銀行問直物相場）
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（注）財務省貿易統計による。

3．．

s定期船自由市場の成約状況

年　月 舗）平均 最高値 最安値

1990 144．81 124．30 160．10
1995

94．06 80．30 104．25

1999 113．91 m，28 η6．40

2000 107．77 102．50 1τ4．90

2001
121．53 113．85

131169

2002 125．28 115．92 134．69

2003 115．90 107．Q3 120．81

2003年4月 119．82 η8，05 120．76
5

1η，26 115．21 η9，06

6 118．31 117．55 119．82

7
118．63 117．26 120．54

8
118．57 η6，70 120．29

9
115．16 110．48 117．60

1D
109．50 107．97 111．10

1
1 109．20 108．03 1、O．20

12 107．90 107．03 109．フ5

2004年1月 106．48 105．97 107．55
2

106．46 105．34 109．00
3 108．62 104．30 112．12

．141 107．25．： ．104：30「 D1．．1．0． D．20．．．

（単位：午M／T）

区分 航 海 用 船

、．．

P｛「．、

定期 用船

A シングル
（品　目 別 内　訳）

年次

口　計 連続航海
航　海

石　炭 穀　物 砂　糖 鉱　石 スクラップ 肥　料 その他
Trip Period

1998 186．，197 1，712 184，621 69，301
411938 3，80D 64，994

836 2，499 1280 136，972 24，700

1999 141321　　　脚 L304 150，481 56，184 30，686 3，274 57，309
235 1，709 1，082 149，734 39，581

2000 146，643 2，182 144，46τ 46，549 26，147 4，5フ6 67，431
198 182 II551 1フ0，032 45，021

2001 154，005 3，063 150，942 52，324 16，789 7，288 72，17ア
472 978 914

150，154 38，455

2GO2 132，269
978 131291 43，406

15182　　1

5，853 65，105
442 LO54 249 184，890 50，474

2003 99，655 1．，320 98，335 30，722 6，097 3，657 57，001
248 438

η2 208，690 81，721

2003　8 8，419
0 8，419 2，960

948 120 4，27ア
0 82 32 12，686 7，049

9
8，650 16〔｝ 8，49Q 2，480

11165 17Q 4，635
0 3G 1

1 22，959 1Q．，762

1G
3，390

0
3，390

648 282 148 2，198
9D 0 24

14，393 8，581

1
1 6，284

400 5，884 2，405
265 259 2，810

75 40 3D 14，740 5，537

12
6，138

0 6，138 2，340 203 0
3，570

0 25 0 15311　　脚

5，279

2004　1 6，143
0

6，143 2，195
264 52 3，550

37 o 45 、8，546 5，258

2 6，864
150 6，714 2，刀3 37フ

28 3，485
0 112 0 1フ，427 2，806

3 9，545
300

9，245 4，728
499 35 3，764

128 28 63 21238 3，946

S．＝．．：． X1：897「 T49．： 9β48．： ．14110孚8．． F：0． ：41．634． ＝＝　　．．0．

．．．
s57． ．　　G． ．23，．4〕．4．．： 、．．2：，97｝：．

（注）①マリタイム・リサーチ社資料による。②品目別はシングルものの合計。③年別は暦年。
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4．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）

ペルシャ湾／日本 ペルシャ湾／欧米

月次
2002 2003 2004 2002 2003 2004

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

50，00　34，75 161．00102．50 152．50　8フ．OD 4000　35．00 120，00　75，00 127．50　82，50
2

42，50　37，50 132．50　67，50 159．00102．50 40，00　36．25 117，50　65．00 132，50　87．50
3　ボ 37，00　32，00 160．00105．00 117．5D　70，75 40，00　30．00 145．00　85．00 112，50　60．00
4　｝ 29，50　28．00 137．50　42，00 η0，00　77，50 31，00　27，50 97．00　45．00 87，50　67．50

5　F 62．00　39．50 109．5D　42．00 48，75　33，00 90．00　50，0G
6　ρ 35．00　29．50 90．00　56．00 42．50　31，00 70，00　52，50

7
50、00　32，50 63，75　45，00 38，75　29．50 54，00　42．50

8
35．00 68，DO　41．00 32，50　28．00 57．50　40．OD

9
45，00　34．00 135．00　70，00 42，50　28，00 115．00　50，00

10
99．75　40．50 78．00　42，50 68．50　42，50 90．00　47，501

1 110．00　62．50 152．5D　102，50 72．50　47，50 126，50　75，00
12

137．50　99，0 1600013875 105，00　80．00 13750　9500
（注）①日本郵船調査グループ資料による。

　　④グラフの値はいずれも最高値。
②単位はワールドスケールレート。　③いずれも20万D／W以上の船舶によるもの。

）

5，穀物（ガルフ／日本・ガルフ／西欧） （単位：ドル／トン）

ガルフ／日本 ガルフ／西欧

月次
2003 2004 2003 2004

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1
2
3
4
5
6
　
7
8
9
0
］
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
1
　
1

27．90　　27．25
@　27．40
@　29．75
@　34．DO
R2，50　　32，00
R125　　29．40

@　32．75　　　－

R4，25　　33，75
@　37，00　　　－

@　54，50

一73．00

V2．50一

　　　＝

@　　＝
Q0，25　　18，50
@　18，20

@　20．00
@　20．OO
@　20，00
@　　＝　　　一

＝
＝

（注）①日本郵船調査グループ資料による。②いずれも5万D／W以上8万D／W朱満の
　　船舶によるもの。③グラフの値はいずれも最高値。
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6，石炭（オーストラリア／西欧）・鉄鉱石（ブラジル／中国・ブラジル／西欧） （単位．ドル／トン）

オーストラリア／西欧（石炭） ブラジル／中国（鉄鉱石） ブラジル／西欧（鉄鉱石）

月次
2003 2004 2003 2004 2003 2004

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

一
39．70　　35，00 一 46．5G　　3400 9，40　　7，80 26．00　　22．00

2
一

32．00 一 50，00　　3500 8，80　　6，25 26．00　　20．75
3

一
3165

一 40．0σ　　3550 一
了9，00　　17．25

4
一 一 一

35，00　　32、50 8，95　　6，75 18．00．ンご15，25
5

一 一
9．25

B
一 一

9．50

7
｝ 一

705
B

　 一 13，75　　1200
9

　 一
11．60

10
一 一

13．90
11

一 一
22，00　　18，25

12
一 一

2100
（注） ①日本郵船調査グループ資料による。 ②いずれもケープサイズ （14万D／W以上） の船舶によるもの。

）　　　　③グラフの値はいずれも最高値。

　7．タンカー運賃指数

タ ン カ 一　　運 賃 指 数

月次
2002 2003 2004

VLCC 中型 小型 H・D H・o ＞LCC 中型 小型 H・D H・C VLCC Suez Afra Handy Clean

1
2

39．9 86．9 126．1 165．3 148．1
98．6

P33．3
161．9
P80．9

165．6
P86．8

266．3
Q67．1

231．3
Q45．6

133．D
P32．D

250．0
P78．0

289．0
Q15．O

3B6．0
R55．0

287．0
R26．0

3 39．4 856 115．8 158．8 149．9 1ユ4．0 224．9 2フ56 290．0 273．4 132．0 153．0 182．0 238．0 323．0
4 36．0 9｝3 116．6

1642
148．5 128．6 240．2 2940 290．0 328．2

5 36．4 1054 143．9
1942

178．8 798 ｝50．4 2177 200．0 294．3
6 49．9 89．9 159．1 2040 177．1 85．4 茎56，2 2009 235．0 231．1

7 40．1 968 130．2 2008 158．0 50．6 110．5 132．9 25G．0 221．0
8 446 83．3 131．5 166．8 171．3 52．8 103．2 167．7 197．5 221．｝
9 356 83．9 109．6 158．3 178．0 58．4 92．1 138．2 208．9 233．i
10 410 83．3 118．1 153．3 154．9 57．9 120．4 153．3 202．0 180．0
11 733 107．9 137．5 154．4 173．5 70．4 158．4 164．0 258．3 213．3
12 102．7 172．2 175．8 192．5 207．7 125．5 2フ8．9 332．5 290．0 288．6

平均 482 97．B 132．5 173．2 166．2 87．9 1648 202．4 246．3 246．8

（注） ①2003年までは 「Lloyd’s　Ship Manager」、 2004年からは 「Lloyd’s　Shipping　Economist」 による。 ②タンカー運賃はワー
ルドスケールレート。③タンカー運賃指数の5区分についでは、以下のとおり（2003～）⑦VLOC：15万トン以上◎中型：7万～
〕5万トン⑪小型．3万～7万トン（：）H・D＝ハンディ・ダーティ：3万500Dトン未満㊨H・C＝ハンディ・クリーン：全船型。（2004

～）⑦VLCC：20万トン以上◎Suez：辺～20万トン⑪Afra：7～／2万トン◎Handy：2．5～7万トン㊨Olean：全船型

∴、囁ゾ　ポ，1∵こ’．／鼠：、；．，一涙巾1・＝：〆：＝ジ．ダズし｝テ：詑：㌦・紙；こ1ミ囁1ミ∴：∵瓶：誠ε㌶二三隷㍗：一晶三；寡窪隙三縄訟：i戦之碁・ニテ讃駕i難凝；罫驚1灘；1購ゴ1譲1
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8．貨物船定期用船料指数
2003 2004

月次 2万以上
R．5万未満

3，5万以上

T万未満
5万以上

W．5万未満
8，5万以上 総合指数 2万以上

R，5万未満
3．5万以上
T万未満

5万以上
W，5万未満

8．5万以上 総合指数

1
2
3
4
5
6
　
7
8
9
0
1
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
1
　
1

199
P92

C212
Q82
Q83
R09

R14
Q95
R07
R42
S22
S69

234
Q07
Q44
Q57
Q85
R47

Q78
Q80
Q89
R81

S17
T21

295
Q43
Q81

R25
R82
R43

R30
R15
R21

T43
U05
U88

235
Q29
Q45
Q60
Q90
Q97

Q98
R06
R50
U90
U62
V72

185

P56
P51

QD3
Q30
R04

Q73
Q76
Q94
R37
R09
R60

601

V16
U36

563

t32’ア06’・

851

W35
W61

875
W81

V35

553
U
1
3
’
4
5
1

出所：「〕oyd’s　Shlpping　Economist」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　（注）①船型区分は重量トンによる。②用船料指数は1985年＝100。③これまで「Lloyds　Ship　Management」によるデータを

　　　掲載していたが、2004年3月にて同誌が掲載を取り止めたため、データ出所を「Lloyds　Shipplng　EGonomlst」へ変更した。

9，係船船腹量の推移
2002 2003 2004

月次 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー
隻数千G／T千D／W 隻数千G／丁千D／W 隻数千G／T千D／W 隻数千G／T千D／W 隻数千G／T千D／W 隻数千G／T千D／W

i
2421，754マ，966 40　7921、528 241118591，958 43　9051，838

205113171135G
53　287　4892 2321171411899

40　66611259 2361，8651，911 44　7411，488 20612361，279 51　286　4903 2291172811887
40　68811305 2371．7701179｝ 45　485　940 1881．1561234 56　300　5094

2381，8962，061 42　6921，3τO 2321．68711720 44　361　フ065
2301、7631，946 41　6351，199

2241152511555
46　52511D166

2211，7421，936 42　6371，202 215114411，513 48　5271，019
7

222116781β74 43　83211657 2261，5561，719 48　524110148
2231，6671，861 471，4753，004 2151，4771，633 50　フ861、5699
2291，7271，927 47115503，155

213L4D711534
50　ア841，56710

2281β821，937 48115623，173
2031127311383

53　7091、4141
1 2251，658L878 501，5563，162 2091132D　1，406 52　7061，40712

220L6331，841 471，4803，000 2071，3081，386 51　7051，407
（注）インフォーマ発行のロイズ・インアクティブベッセルズによる。

蒙凝；運噸ll薫三｛戴隅ぞ1・叡贋嚢1ヤ凝等署穿1．．∴灘1じ騨讐野・二雛「＝i劉黙ii　l｝響1ン；騰’；雛蹴“饗驚　賊　　驚：鷺態1腕1鞭ll撃｛ll声lli脇’ミ轡き詣響i響‘響i箋讐：罫；三！響；瀞響
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一一一一一一一一一……一…一・ ﾒ集雑感一一…一一一一一・一一一一一一一

　　小職の担当する当協会海里部で執筆させていただく本誌「せんきょう」の記事の中でも、特に掲載機

会の多いのが国際海事機関σMO）における各種委員会等のレポートである。小委員会レベルで係わり

のある会合は8つを数え、さらにそれらの上部委員会である海上安全委員会（MSC＞や海洋環境保護委

員会（MEPC）もあるため、春と秋の会合が集中する時期は、ほぼ毎週関係会合が開催されることとなり、

四苦入苦しながら原稿に取り組んでいる。

　　ところで、こめIMOで海上安全部長を務める関水氏が先般帰国された際、当協会との懇談会を持たせ

ていただいた。IMOの海上安全部は、バルカーの安全強化問題や固定点検設備（PMA）、船舶の新構造

基準など最近ホットな審議が続いているMSCを所掌しており、わが海務部の扱う事項と特に係わりが深

　い。

　　一部業界紙でも報道されたのでご存知の方もいようが、この懇談会において関水氏はIMOの今後の課

題として、①海運のグローバリゼーションの進展、②国際的なスケールでの海技の伝承、③通信技術を

はじめとする先端技術の進歩、④環境問題への取組み、⑤リージョナリズム（地域主義）の台頭、を挙

げておられた。

　　最近のMSCにおける議論をみてみると、米国や欧州をはじめとする国・地域から、船舶の運航実態や

技術的な裏づけを無視したかのような過剰な規制の提案が行われる場合があり、関水氏の挙げた課題が
）誠に的を得ていると感じる。

　　来週5月12日からは、IMO会合の春のラッシュの最後を飾って、そのMSCがロンドンで開催され、小

生も参加することとなっている。会合では微力ながらわが国船社の意見反映に努めるとともに、本誌に

もわかりやすく有益なレポートを供することができるよう、できる限り情報収集に努めたいと考えてい

る。（5月7日記）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本船主協会　海務部長　半田　牧

…一一…一　一　 ﾒ集委員名簿一撚一一一一・一一　．一撒一一繍編集後記潤一一・

　第一申央汽船　総務グループ次長

　飯野海運　ステークホルダーリレーションズ

　　　　　　マネジメントグループ法務保険チームリーダー

　川崎近海汽船　総務部副部長

　川崎汽船IR・広報グループ情報広報チーム長

　日本郵船調査グループ調整チーム長

　商船三井広報室マネージャー
）三光汽船社長室経営企画課長

　三　5羊　i毎　運　　総務音B総務課長

　新和海運　総務グループ次長総務・法規保険チームリーダー

　日本船主協会　常務理事総務部長兼広報室長

　　　　　　常務理事

　　　　　　海務部長

　　　　　　企画調整部長兼国際企画室長

　　　　　　関連業務部長

　　　　　　船員対策室長

加藤和男

鈴木康昭

廣岡　啓

高山　敦

山田　喜之

大貫英則

遠藤秀己

荒井正樹

森　　均

梅本哲朗

植村保雄

半田　牧

園田裕一

井上　晃

高橋幸一郎

　昨年から海の日が祝日法の改正で7月20
日ではなくなってしまい、「海の日．」の存在

を実感できない人は海事関係者以外では少

なくないと思います。（ちなみに今年は7月

19日です。）「海の恩恵に感謝するとともに

海洋国日本の繁栄を願う日」ということを

知っている人はどれだけいるのでしょうか？

（実は私も昨年まで知らなかった1人です

が、全く違う「意味」を聞いたことがあり
ます……。）

　日本の生活・産業を「縁の下」で支える

海運、そして海の存在をどうしたらもっと

身近に感じられるのか、とふと考えてしま

います。7月には「海の月間」として各地

でイベントが行われるようですので沢山の

人に参加してもらいたいものです。

　　　　　　　　　　　　　　（海派のN）
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　灘購1

雛簾・鰹麗

　　　‘君難

繊灘灘1脚気墨；編1

　　　　　　籔　翻

”樗「．饗ロ　1．

畿轡灘．・・．

　　　　　　夢．‘　　　詫　　、

　　　慧灘鷺・ 而
、

喘　・｝門・躁亀

亀鳶’騨

　四方を海に囲まれ、資源小国・貿易立国であるわが国にとって海運は国の存立にかかわる重要
産業ですが、わが国海運業は、諸外国との競争において税制の上で大きなハンディキャップを負っ

て嘆ず・

　欧州先進海運国は、船舶のトン数を基準に法人税額を算出するトン数標準税制を相次いで導入

し、企業がこれを選択的に採用できるようにすることにより、海運業所得に対し大幅な減税を行
　　　きニ
い、自国海運の維持・発展を図っています。例えば、イギリスでは、海運の果たす役割の重要性

から、・海運業への実効税率は他産業の1／10程度ときわめて低くなっていましたが、さらにトン数

標準税制の導入によって、その半分程度に軽減し、自国海運を強化しています。

　産業と国民生活の基礎を支えるわが国海運を維持していくため、税制上の競争条件を諸外国と

同一にしていただきたい、というのが私たちの切なる願いです。

　海運税制の充実・改善は、小泉内閣の構造改革が目指すわが国産業・経済の競争力の強化に資す

るものと、私たちは考えます。
｝

トン数標準税制の導入国

導入済み

準備中

オランダ、ノルウェー、トイツ、イギリス、スペイン、ギリシャ、デンマーク、フランスなど

米国、韓国、インドなど

　　船が支える日本の暮らし

社団法人日本船主協会
http＝〃www．jsanet．or．lp！



平成16年5月20日発行　毎月1回20日発行　No　526　昭和47年3月8日第3種郵便物認可�jぜ鞭罵凹態　匙戴　暴羅　　　　　鶴　　　　　　写轟鯵No．526�S一…輪や〆薩御ρ））1せんぎょう灘へ購灘．　　照照　　　　　rπ観（畠「の聲1．バラスト水管理条約関連のガイドラインについて審議　一IMO第51回海洋環境保護委員会（MEPC51）の審議結果について一2．コンテナトレードにおけるコスト要因の高騰を懸念　一アジア船主フォーラム（ASF）シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）　　第15回中間会合の模様一3．TAJlMA号事件の再発防止策検討は次回以降に持ち越しに　一IMO第88回法律委員会の模様一4．船主責任関連条約を取り巻く動向について意見を交換　一ASF船舶保険・法務委員会第9回中間会合の模様について一リコ@　コミ1．港湾労働者の賃金水準是正要求　一2004年港湾春闘の摸様一2．国際船舶に乗り組む外国人船員の新しい海技資格　承認制度始まる∩∠213辰す　轍駕羅灘｝16海運日誌（4月）18船協だより　　　19海運統計編集雑感04う層2錦i鑛難・日本船舶機関士協会舶用機器の故障事例集CO−ROMを作成19　エリカ号やプレスティージ号事件に強烈に反応し、多大なショックを受けた日本国民も、熱しやすく冷めやすいのであろうか、日本の領海で発生し直接的大被害を及ぼしたナホトカ号事件でさえも、一部の業界人を除いて大分記憶が薄れてきているようだ。しかし、欧米人はこれらの事件による痛手を決して忘れず事件の原因究明と解決のため、徹底的に立ち向かっているように見える。その結果、欧州諸国が発する船舶の構造強化に関する種々の提案に、日本のみならずASFメンバー諸国等が、一方的、非現案的であり実効性を伴わないものとして、緩和策（修正提案）を行っても、なかなか妥協する姿勢を見せようとはしない。　たとえば、シングル八ル船の早期フェーズアウト規制問題では、欧州提案に対して、日本の弾力的な緩和措置（修正）提案がやっと挿入出来たし、拙速と非難を浴びていた固定点検設備（PMA）問題も、約1年半をかけてやっと実現性のある改定案が本年5月のMSOで決議される見込みとなった。　また、バルクキャリアの船体構造の安全基準も、日本案をベースにして同じく5月のMSCで改善が図られる予定である。さて、これでようやくプレスティージ号事件後遺症の呪縛から解放されたかと思っていたが、欧州諸国は、さらなる要求をIMOに突きつけようとしている。それが、いわゆるRo−bust　Shipを目指すギリシャ、バハマ、　IAcs提案のGoal　based　Standardsである。目安としての「北大西洋の荒波の条件下で設計寿命25年」をゴールとして、IACSは、早々とCommon　Struc−tural　Ruiesの策定に着手し、鋼板の予備厚の増強やカーゴタンク内のコーティングなどを取り決めようとして、検討を急いでいる。また燃料タンクのダブルウォール強制化なども検討の旭上に上げている。　船の安全を専ら船体構造の強化で対応しようとすれば、幾重もの安全策が必要となってぎそうな感がある。事故の多くがヒューマンエラーに起因している事実からみると、欧州諸国の船体強度のみに注目した価値基準には不効率かつ限界があろう。　総合的な安全対策は、検査基準の見直し、メンテナンス基準の設定、運航管理基準の設定などのソフト面強化とハード面のバランスのとれたものであるべきであろう。国交省は、「新構造基準検討委員会」を立ち上げ、効率的かつ実効性のある提案を目指しており、我々船協もその方向に大いに協力してゆくべきであろう。繊灘灘…騰高麗灘購難聴羅霧羅難雛難　　顯騰ぜんきょう吻2004◎麟＿蹴譲難灘1難）総国際会議レポ”卜講）　　　　、　P　　　　バラスト水管理条約関連のガイドラインについて審議　　　　一lMO第51回海洋環境保護委員会（MEPC51）の審議結果について一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廠。藏譲二幅識民事畿蕊論L蕊　2004年3月29日より4月2日まで第51回海洋環境保護委員会（MEPC51）がロンドンIMO本部で開催された。本会合での主な審議結果は以下の通り。1．バラスト水管理条約　バラスト水に含まれるプランクトンなどの水生生物が、従来の生息水域と異なる水域に移動し、在来種の生物に影響を与えるとの懸念から、国際海事機関（IMO）において審議されてきたバラスト水管理条約は、2004年2月の外交会議において採択された。しかし、同条約を実施するにあたっての具体的な規定となるガイドラインは未だ定められておらず、今会合においてそれらガイドライン策定のための優先順位、内容および計画などが協議された。その結果、船舶から排出されるバラスト水申のプランクトンなどを処理する装置（システム）の型式承認および処理システムに使用するケミカルなどの活性物質に関するガイドラインについては優先的に策定される事となった。　本会合での審議の結果、当初ユ0作成される予定であったガイドラインを3つ増やすこととなり、合計13となった。各ガイドラインは下記の通りである。　1．沈殿物受入施設ガイドライン　2．PSCのためのバラスト水サンプリング・分　　析ガイドライン　3．バラスト水管理と同等の応諾ガイドライン　4．バラスト水管理計画ガイドライン　5．バラスト水受入施設ガイドライン　6．バラスト水交換ガイドライン　7．危険性評価ガイドライン　8．バラスト水管理システム承認ガイドライン　9．活性物質承認手続きガイドライン　10．プロトタイプバラスト水処理装置技術承認　　ガイドライン　11．バラスト水交換デザイン／建造基準ガイド　　ライン　12．船内沈殿物制御ガイドライン　ユ3．緊急状況を含む、追加方策ガイドライン2��せんきょう1吻ア2004　これらガイドラインについては、IMOより指定された国が本年10月に開催されるMEPC52までにドラフトを作成し、2005年7月開催予定のMEPC53において最終化することが会合において合意された。またバラスト水中の生物に関する検討を行うため、MEPC52の一週間前にバラスト水WG（Working　Group）を開催することとなった。2．船舶からの大気汚染の防止　船舶からの排ガスによる大気汚染を防止する目的で1997年に採択された、船舶からの窒素酸化物（NOx＞、硫黄酸化物（SOx）などの排出抑制に関する海洋汚染防止条約（MARPOL条約）附属書VIについては、これまで13力国が同附属書を批准し、発効要件である15力国まであと2力国になったことが報告された。なお同附属書は、発効要件を満たしてから1年後に発効する。（4月28日現在、バルバドスが同附属書Wを4月5日に批准し、発効要件である15力国まであと1力国となっている。）　また会合では、「大気汚染物質の削減の取組みを検討しなければならないのは先進国のみである」とする中国などの国々と、「全ての船舶を対象に温室効果ガスの排出抑制をしなければ、世界全体の温室効果ガスの効果的な排出抑制は実現できない」とする日本および欧州諸国の意見が対立したため本件に関する結論は得られず、次回会合で引き続き検討を行うこととなった。3．特に敏感な海域（特別海域）　生態学上の条件等から特別な保護措置が必要とされる、特別に敏感な海域（PSSA＞の指定に関するガイドラインについて、その見直しを求める提案が出されていた。会合において、見直しを行うことについては多数の国から支持を得たが、現在申難中のPSSAの指定については現行のガイドラインに従うことが合意され、その結果、今会合では見直しを行わないこととなった。なお、米国は次回のMEPC52に具体的なガイドラインの改正案を提出する意向を表明している。今会合においてPSSAの指定を申請していた、ガラパゴス群島、カナリア諸島およびバルト海については、審議の結果ガイドラインの要件を満たしていることが確認され、承認された。なお、PSSAの指定を申請する各提案国は、追加的な保護措置（additional　protecdvemeasure）の詳細を2005年の第51回航行安全小委員会（NAV51）に提出することとなった。4．植物油輸送に関するガイドライン　今回承認された有害液体物質の汚染分類の見直しに伴い、従来「無害」扱いであった植物油が「有害」とみなされ、その輸送における船型要件とし七ダブルハル構造が要求されることとなった。この船型要件変更の影響により、植物油輸送に供される船舶の不足が懸念されるとする意見があったため、植物油輸送へのシングルハルタンカーの利用につき審議が行われた。その結果、シングルハルタンカーの植物油輸送への使用は適切でないとの合意がなされ、植物油輸送に関するガイドラインが承認された。5．シングルハルタンカーのフェーズアウトにか　かる状態評価（CAS）　プレスティージ号事件を契機に、シングルハルタンカー（SHT）のフェーズアウトが前倒しされることになった。それに伴う世界のエネルギー輸送に与える影響などが懸念されたため、船体構造の状態評価（CAS：Condition　Assessment　Scheme）により、SHTの使用最終期限を延長する事ができるとする延命規定を盛り込んだMARPOL条約改正案がMEPC50において採択された。このCASについて、日本より甲板と甲板縦通肋骨の隅肉溶接部の腐食が船体強度に及ぼす影響が大きいことおよび経年船損傷事故が、修繕を施した直後に修繕箇所付近で発生するケースが多いことから、�@甲板縦通肋骨の隅肉溶接部の健全性を評価す　るための甲板上からの板厚計測方法噛〕）せんきょう拓αン2004●3NEWS閥EW5羅WS醐EWS灘WS　l藻羅糀躍轡懇�A不適切な修理例の提示の2種類のガイドライン案およびCASの改正案が提案された。その結果、詳細な技術的検討を要することから、次回2005年3月の第48回設計設備小委員会（DE48）において優先課題として検討を行うこととなった。　6．総合ビルジ処理システム（IBTS）　　機関室で発生するビルジを根本的に減少させる、　総合ビルジ処理システム（IBTS）に関する規定を　　「船舶の機関室内での油水の取扱い方法に関する　ガイドライン」に盛り込むべきとの日本からの提　案については、次回DE48の優先事項として新規作）　業項目に取り入れることが承認された。7、汚水処理設備の性能試験に関する間題点　1976年に採択されたIMO決議に基づく汚水処理設備の性能試験について、オーストラリアから、類似の国際基準との比較による問題点の指摘とIMO決議に基づく汚水処理設備の性能基準の見直しの必要性が提案され、2005年3月目開催される第9回ばら積液体・ガス小委員会（BLG　9）にて検討が開始されることが合意された。8．シップ・リサイクル　IMOリサイクルガイドラインの実施を促進する方法について、同ガイドラインが採択された2003年12月のIMO第23回総会において強制化を主張する国があったことを踏まえ、日本はMEPC51に対し、�@ガイドラインには多数の関係者を対象として　おり、全体を一括して強制化する手法は適切で　はない。�Aガイドラインの各要件にそれぞれ適した方法　でその遵守を促進すべき。との主旨の提案文書（�Aの遵守促進方法の例示を含む）を提出していた。　今次会合で同文書は多数の支持を受け、その方法論に従いワーキンググループにおいて検討が行われ、遵守促進の詳細について、本年10月のMEPC52に向けてコレスポンデンスグループで検討を進めることとなった。また、シップ・リサイクル問題に関する国際機関間の共通認識の醸成を目的に設置されるILO／IMO／バーゼル条約の合同作業部会（JWG）について、　JWGに出席するIMOメンバー国として、日本、バングラデシュ、ノルウェー、オランダおよび米国の5一国が選出され承認された。　　　　　　　　　　　（海務部・企画調整部）　▽　ニジ℃〆　や…ミ婆・門三欝「響7．賢蓼〆．惣量．匹囎〆コンテナトレードにおけるコスト要因の高騰を懸念一アジア船主フォーラム（ASF）シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）　第15回中間会合の模様一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轟．蕊、変熱．ぬ諮駄ぬ轟繍紘礪熱．撫滋餓　ASFシッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）の第15回会合が、2004年4月9日に東京・海運ビルで開催された。　同会合は、2003年12月の第14回会合（於北京）に続くもので、ASFメンバー船協から6力国／地域の代表21名が参加（【資料2】参照）、当協会からはSERC委員長の草刈隆郎会長（日本郵船会長）をはじめ7名が出席し、率直かつ活発な意見交換の後、了解事項（【資料1】参照）を採択して会合を終了した。　今回の会合では、太平洋コンテナ航路のトレード安定化問題、ドライバルク／タンカーの市況動．向のほか、シングルハルタンカーのフェーズアウト問題、固定点検設備（PMA）、バラスト水管理条約案、独禁法適用除外問題など海運を取り巻く重要事項についても議論された。議論の主要点は以下のとおりである。�@定期船部門　　アジア域内トレードのコンテナ貨物の荷動き　量は大幅に伸びていることが報告され、2004年4◎せんぎょう掘σッ2004　は需給バランスの改善により市況が上昇傾向を　示しているが留意された。全てのCEOは、アジ　ア域内トレードの現状に関して正確な認識を持　つとともに、それぞれの会社を適切に指導する　ことを強く要請された。　　太平洋トレードについては、東航における現　在の堅調な需給バランスが今後数年は維持され　得ることが留意される一方、現在の市況水準は　海運会社の過去の投資を回収するのに未だ不充　分であること、および急激に増大しているコス　ト要因への懸念が共有された。高品質で安定的　なサービスを提供するためには、過去の投資を　回収し、高騰する運航経費を補填し、将来のた　めに必要な再投資を行うことが不可欠であるこ　とが確認された。�A　ドライバルク／タンカー部門　　ドライバルク市況は、空前の好況が依然継続　してい、ることが報告され、今後2005年にかけて　も引き続き活況を呈し得ることが留意され、タ　ン劃一部門も2004年においても引き続き堅調に　推移するであろうことが留意された。　　シングルハルタンカーのフェーズァゥトにつ　いて、IMO国際規則が合意されたにもかかわら　ずEUが地域的かつ一方的な規制を引き続き実施　していることに懸念が表明された。また、タン　カーとバルクキャリアの検査のための固定点検：　設備（PMA）に関する現在のSOLAS条約の関連　が再検討中であることが報告され、実際的な解　決策を見出すため引き続きそれぞれの政府に意　見を伝えるべきであることが合意された。�B　その他　　2004年2月のIMO外交会議で採択されたバラ　スト水管理に関する条約は商船のスムーズな運　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　航に重大な支障を及ぼすものであることに鑑み、　自国政府に対し船主意見を十分に表明すべきで　あることが合意された。　　三社間協定に対する独禁法適用除外制度につ　いては、海運業界のみならず荷主を含む貿易業　界全体にとって欠くことのできないものである　ことが再確認された。　　　　　（国際企画室）／資料目　　　　　　　　　　了解事項　　　　　．アジア船主フォーラム（ASF）シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）　　　　　第15回中間会合（東京）にて採択』2004年4月9日、東京（2004年4月12日発表））　、．アジア船主フ牙←ラムr（ASF）シッピ．ング・エコノミックス・レヴュー委員会（SERC）第15回中聞会1餌二一・バー船融アセア・沖国冶湾・香港一三から6畑／地域の代表・・名醐席し、20σ4年4月9日、凍京で開催された。出席者名簿は添付の通り．ご1’・薄雪経涛「塗煎子急き量≧��Pと9相關係について議論し・過去10輔のオ目糊係に基づ臆2004年おタび20Q5年のナジァ／輩米航路の荷勲き量信年率で12％から15％程度の伸びが期待し得ることに留意、した。会合はまた、最近WTOが発表した2004年の全世界のGDPと貿易額の対前年比伸び率が、それぞれ・20Q3年の2．5％かち3ご7鰍こ」同4．5％から7．5％に上昇するとの見通しに留意した。せんきょう漁y2004磯5騨巴W5鋪EW5�mWS羅WS羅W§i羅糀ぎ驚轡懇　2．ドライバルク／タンカー部門　　エ）ドライバルク市況での空前の好況はここ半年間も依鮎継続していることが報告さ飽た。べ1レクキ　　　ャリアの供給量と、特に中国における鉄鉱石／石炭め活発な需要についての様々な．予測から、ドラ　　　イバルク市況は2004年一杯および2005年に入っても引き続き活況を呈し得ることが留意さ塾準？　　2）タンカー部門については、会合は、VLCC市況が過去数年堅調であったことならびに2004年においr　　　く　　　　七も引き続き堅調に推移するであ．ろうことに留意した。、しかしながら、出席者は、シングルハルタ．　　　1ンカーのフェーズアウト前倒しについて、新たなIMO国際規則が合意されたにもかかわらずEP　　　が地域的かつ一方的な規制を引き続き実施していることに懸念を表明し鵡串席者は、．国際海運は’　　　入念に吟味され世界的に容認された規則によってのみ規制されるべきであるとの考え方を確認したd　　3）タ・かとバルクキャリア喋査のた塑固舖鰭備（P翻に関レ耐・出際的で妙輝　　　を含んでいる現在のSOLAS条約のPMA関連規定がIMOで再検討中であることが報告された。船主　　　は、船級協会や造船会社と協力して実際的な解決策を見出すため、引き続きそれぞれの政府に意見）　　を伝えるべきであることが合意された。）3．定期船部門1）アジア域内．トレ「ド画しては・．同トレ藁ドに黙る20q3年掛コ≧テナ貨伽荷動き卑幣｝≒　比して14．9％伸び・830万TEUに達したが・運賃は年間を通じ利益をもたらすものでな塗かつ窄こ．・　　とが擶された途合は・…4年は需給バラ・スの轄朔奉れ・市拶上昇即を郵禰る：．　　・とに幽した・それ帝室ψCE・1ま洞ト・一ドρ獄に闘して正確嬬1哉訟訴ともに・それぞれ・会社を醐r即する・とを強く要請さ叫茸た・↑・・購と関幽幽？嬉嬉、告された・出儲は・騨者がこの問題樋切に論ずべきで姉こ嫡認猷�o・タ潔可趣　2）太平洋トレードについては、依然として続く堅調な荷動きに留意した。コンテナ輸送能力と貨物’、量に関する予測によれは．剛・一ドの瓢におけ襯在の需給バラン31吟鱗年は轡さ鵜、　るものと考えられるが出瀦は現在の市況水翻腿会社の過却投資を圃騒の豚杯．　充分であることに合意した。さらに出席者は、鋼板の不足によるコンテナ不足、用船料の急騰燃料油騰の騰瀧・鉄道・トラ咳・フ・7ダ「鐸料金と造鱗卸上磯ζ櫓脚曽大　　している・ス腰因への馳を熟した・白馬えて迷西岸におけ碑脚の不＋出盛幽幽　　られたター・ナ熔量が根本的媚騨1き起こPている識儲は適顯で撃的ケサゼ・　を提供するためには、過去の投資を回収し、高騰する運航経費を補填し、将来りために必要な再投　資を行うことが不可欠であることを確信した。定期船事業1り安定的で持緯可雄志経営を実現するた、　めには、認可されている各航路協定におけるCEOの強力なリーダーシップが木可欠であることが認．　識され、過去の数回の会合で採択された以下「3−C」キーワードの重要性が念押しされた。．　一長期かつ総合的戦略に基づく経営判断を行う自信（Con且dence）　一充実したサービスを提供するための、認可された協定を通じたアジア海運産業内の協力（CQope獄6翻ぜんきょう砿の2004　偵on）一認可された協定における相互信頼と理解を通じた対話（CommunicaUon）3）海事保安問題については、いくつかの国や地域が近い将来に米国の保安関連規則と類似の規則を導入するであろうことが留意された。出席者は、海運の国境を越えた事業活動に鑑み、海運業界に適用される規則は国際的に調和されるべきであることに合意するとともに、船社がこの点を各当局に十分伝えるべきであることに合意した。一方、海事保安規則に応じるための各種対策が、自社側’に多大な金銭的・人的資源を必要としていることが指摘された。出席者は1規則に成功裏に応じるためには関係業界の協力．ﾆ理解を得ることが不可欠であることに合意した。4∴その他、、4雌鳥1・｛rスト水の鯉・関する条約が2・・4年〜月のIM・三会1義で採択さμたこと・騰　　した。、同条約の詳細なガイドラインは今後IMOで検討されるごとになるカ§、同条約は、三種にかか　　やりをく商麟φズムーズな運航に重大な支時を及ぼすものである。置合は・海洋環境保護の重要性譲灘2漕今轡奪叫r騨rそ二丁響表明すべき．1）瀬業界が鎖していや柵こつ匠嘩切ケ理解を得る蓼め・現状を騨に回す砿鮨動ご芸無が識され厨「言臥ま総出誉者は・海琿業界に関する最遷7）ぞめ他（ρ勃向についても意見交換を行った』∫三社間協定、：に囎融業適用麟鞭に？v’て！ま海諜界のみならず解を髄賜挙界全体にと・て欠く�Sで轡1も�tあ奔ことが醜男さ榔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上）＊＊．．＊、．V・’wング・≠コノミ・1クス、●レビュー野物（SERC）は・．船社CEOが海運に離するマク曜済的な貿易情感やそめ動向を検討する暢である。SE耳（｝の目的は、入手可能な経済データを考察し主要貿易問題の展望を共有することにより、．経営意思決定の質を高め．ることである。）【資料2】　　　　　アジナ船主フォーラム《ASF）シッビング・エコノミックス・レビュー委員会（SERC）、　　　　　　　　　第15回中間会合　　　　　　　日．時＝2004年4月9日（金）　　　　　　場　所：東京（日奉船主協会会議室）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出　席者委員長　草刈　修郎　　日本船主協会会長（日本郵船会長）せんきょう掘αア2004働7　　メンバー　　〈中国船主協会＞　　　M・G・・W・輸i・（Exec・廿・・Vice　P・esid・nち．C臨・0・脚．ShipPl・g（G・q・p）Cα）、　　　Mr　Zhang　Ming　Zhong（PresidenちChina　Shipping　Container　Japan、ρq：，　Ltの．．　　〈アセアン船主協会連合会〉　　〈ブイリ．ピン船主協会＞　　　Ms　Doris　Magsaysay　Ho（President　and　CEO，　Magsaysay　Ma面me　Cofp．）　　＜マレーシア船主協会＞　　　Datuk　Dr　Nik　Mohd　Zain（Execu廿ve　Chahfman／CEO，　Nepline　Bhd．）　　　Mr　Azmi　Alwi〈General　Manager，　Nep】ine　Bhd）　　＜Myanma　Fiv6　Star　Line＞　　　Mr　Sun　Maung（Owner’s　Repr6s6ntative（rokyo），　Myanma　Five　Star　Line））　＜シンガポール船主協会＞　　　Mr　Ronald　D　Widdows〈CEO，　APL　Co。　Pte　Ltの　　く香港船主鰯会＞　　　Mr　Philip　Chow（CEO，　Oden亡Overseas．Con加lner　Lin6　LtdJ．＼、　　〈日本船主協会〉　　　太田　健夫（飯野海運社長）　　　神田　康孝（新日本石油タンカー社長）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ釦　　　飯沼難（川崎汽船専務取締役）．　　　　　　　　　虜　　　佐藤　博之、（商船三三副社長）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　魂　　　石田　忠正（日本郵船副社長〉、三野臆〉（日本騨営轡ヒゴブ欝�e、）　M・TMUm邸ce　P・esid・・田瑚i・S璋PPi・g　C・．，　Uの　　　M・Jae　H四・や・（S・・io・Exec・垣・e　Wgr’恥・1＃・岬四hd・i　Me「ch騨町in・Cα，　hの　　〈台湾船主協会＞　　　Mr　ArnQld　Wang（President，　Evergreeh　Ma血e　Corp．　Ltd）．．　　　M・CKO・g．�@resid・nち膿i・g　M�Qや．町…pρ並C・Φ）一　　　D・CCChen（¢…pCh・�q飢W飢H三三・串L亡の…　　　Mr　Robert　Ho（Exeごutive　Vice　PreSident，　Yang　Min塞．MarinεTranspo士t　Coや」．　　弁護士　　　Mr　Stanley　O　Sher（Attomey　At　Law，　Sher＆Blackwe11＞　　事務局　　　園田　裕一（日本船主協会　企画調整部長兼国際企画室長）　　　石川　　尚（日本船主協会　国際企画室課長）　　　笠原　永子（口本船主協会　国際企画室）8翻せんきょう跡σy2004　　　　　　セ3鞍懸欝響衡寸は次回以降1こ持ち越し1こ　IMO第88回法律委員会が2004年4月19日から23日までの間、ロンドンのIMO本部で開催された。参加者は70の国と地域、その他ICS、　CMI（万国海法会〉をはじめ21団体で、わが国からは国土交通省、外務省、法務省および当協会等が出席した。　今会合では、2002年10月にわが国から提起した「船舶における犯罪から船員及び乗客を守る手段」（TへIIMA号事件関係）をはじめ、2005年の外交会議での条約採択を目指す「海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約くSUA条約）の改正」、および「海難残骸物除去に関する条約案」等について審議された。　審議の概要は以下の通りである。1．船舶における犯罪から船員及び乗客を守る手　段　本件は第85回法律委員会（2002年10月）で、わが国がTAJIMA号事件のように外国籍船で発生した重大事件の被疑者を速やかに下船させる方策の必要性を訴えたことが契機となり、本委員会の正式議題として検討されている。　今回、わが国ば蜘IMA号事件の経緯および法律上の論点を整理し、また、国内法の改正について紹介する文書を提出、議論の促進を図ろうとした。しかしながら、方策検討の基礎とすべく、2003年からCMIが行ってきた各国法制調査の最終報告が調査の遅れ等から先延ばしされたため、今回は具体的な議論は行われなかった。　具体的な進展はなかったものの、デンマークをはじめとする各国は日本提案に対する賛意を表すとともに、対策検討の重要性を改めて指摘した。　次回会合では、CMIが各国法制調査結果を基に具体策を提案する予定であることから、議論の進展が期待される。　　　　　　　爺駄ぬ蕊轟識目無講齢．千転血轟2．海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に　関する条約（SUA条約）の改正　IMOはテロに関連した船舶の利用を阻止すべく、第86回法律委員会以降SUA条約の改正作業を続けており、2005年には外交会議を開いて改正条約を採択する予定である。　今回の会合では、「犯罪化条項」に大量破壊兵器の輸送行為を犯罪化の対象に含めることの是非およびその規定内容、テロに関与している疑いがある船舶に旗国以外の国の官憲立入りを可能とする「臨検条項」の内容が論点となった。　まずメキシコ、中国等各国から世界貿易の主要な担い手である海運への影響に十分配慮しつつ、改正作業を進める必要があることが改めて言及され、一方ICS代表は「海運業者は荷主に指定された港間を輸送するのみ。犯罪化条項に含まれる“輸送”の実行者／責任者は誰を指すのか明確にしておくべき。」と主張した。　「犯罪化条項」については、核拡散防止条約（NpD未加盟国であるインド、パキスタンが核を含む大量破壊兵器の輸送を犯罪化対象とすることに強く．反対、対象とすることを支持する他国との問で議論は平行線を辿り、今後引き続き検討していくこととされた。　また、「臨検条項」については、疑いのある船舶への立入り検査実施国は旗国に連絡後、（了承がなくとも）4時間経過すれば自動的に乗船可能、とする規定案が焦点となったが、ICSが「公海上の臨検は旗国の事前承認の下で行われるべき」と主張、わが国は「4時間の期限は現実的でない」として見直しを求める等、原案を支持する意見はなかったため、再度内容が検討されることになった。　さらにICS等は、臨検で輸送に遅延が発生した場合の補償条項の充実、船員への配慮について要））せんきょう福σy2004◎9閥EWS閥EWS羅W麟匿W5鰯W5羅糀…鐵輔請し、ノルウェー等から賛同を得た。　今回は審議の大半が大量破壊兵器の輸送を犯罪化対象とするか否かに費やされ、特筆すべき合意事項は見られなかった。このため、法律委員会は2005年の外交会議まで時間が少ないことに鑑み、2004年7月に作業部会を開催することとした。　3．海難残骸物の除去に関する条約案　　海難残骸物除去に係る船主および関係者の義務　および沿岸国による撤去制度の確立等を目的とす　る条約で、今回はテロにより発生した残骸物に対　する船主の免責問題、残骸物発見時の通報義務対　象者が主な論点となった。）　�@テロ被害による免責　　　アテ．ネ条約、HNS条約＊等他の海事責任条約　　にテロ免責が未だ含まれていないことに鑑み、　　本条約にテロ免責を盛り込むのは時期尚早との　　見解がカナダ等から示されたが、他国からは免　　責条項を盛り込む趣旨自体は支持されたため、　　今後条項内容を更に検討していくこととなった。　�A残骸物発見時の通報義務対象者　　　オペレーターにも通報義務を課すことが概ね　　支持され、条項の文言を検討していくこととな　　つた。また、ノルウェー等が船長も対象に含め　　るべきとの見解を示した。）　�Bその他　　　わが国は英国等とともに「残骸物の定義」を　　検討中であり、適当な文言が纏まれば次回会合　　で関係者と共同提案したいとの意向を示した。4．船員の公平な取扱い　近年海難事故に伴い、船長／船員が長期間沿岸国に拘留される事態が増えていることに鑑み、フィリピン等4力国およびICS、　ISF等8団体は「船員の公平な取扱い問題」を法律委員会の議題とし、同問題に関するガイドラインを作成するよう提案した。　更に、ILOはIMOとの合同作業部会を設置し、ガイドラインの検討を進めてはどうかとの提案を行った。　スペインが同ガイドラインの各国司法権に与える影響に懸念を示したものの、多数の国がこれら提案を支持し、同問題を法律委員会の正式議題とすることが決定されるとともに、IMO／ILO合同作業部会を設置してガイドラインを含む方策について検討に着手することが合意された。5．2002年頃テネ条約改定議定書における保険義　務　改定議定書（未発効）では、国際P＆1グループ（IG）に対し議定書で定められた責任限度額にあった保険カバーを求めているが、IGの代表から、責任限度額が高額なことなどを理由に加盟クラブおよび一般の保険市場のいずれも議定書が求める保険を引き受けることは難しいとの訴えがあった。ノルウェーはこの問題に取り組んでいくことに同意し、法律委員会関係者が非公式に意見交換を行うこととされた。　　　　　　　　　　　　　　　（関連業務部）　＊HNS条約…Convention　on　Liability　and　Compe皿sa−　Uon　for　Damage　in　Co�oec丘on　with　the　Carriage　of　Hazardous　and　Noxious　Substances　by　Seaの略。　危険物質および有害物質の海上輸送に伴う損害に　ついての責任および補償に関する国際条約。1996　年4月ロンドンにおいて開催されたIMO外交会議　において採択された。同条約は、船舶による海上　輸送中の有害危険物質（各種の化学物質、石油、　LNG、　LPG等）により発生した損害の賠償および　補償について被害者救済の充実を図るため、（1）船　主の責任について厳格責任を課す一方で、一定の　責任限度（船船の総トン数に応じて算出、ただし　最高1億SDR（約142億円）で頭打ち（10万総トン　相当））を設定するとともに、これを強制保険で担　保することとし、�A船主の責任を超える部分につ　いては、有害危険物質の受取荷主が拠出する国際　基金（HNS基金）が補償（船主責任限度額と合算　して最大2．5億SDR（約313億円））を行うこと等を　定めている。（1SDR＝￥125で換算〉10�Sぜんきょう既αy2004　　　　じ　　じ　アジア船主フォーラム船舶保険・法務委員会（SLIC、　George　Chao委員長：香港船主協会）第9回中間会合が、当協会をはじめアジア10船主協会から17名が参加し、4月20日に香港において開催された。　今回の会合では、IMO法律委員会、国際油濁補償基金、国連国際商取引委員会（UNCITRAL）、万国海法会（CMI）等における海事関連条約の審議状況の確認およびそれらに関する意見交換が行われたほか、船舶保険関係事項について報告が行われ、共同声明を採択した（【資料】参照）。　会合の主要点は以下のとおりである。�@船主責任関連条約関係　　海上運送における旅客および手荷物に対する　補償等を取り決めた条約であるアテネ条約につ　いては、2002年に採択された改定議定書が高額　な船主責任限度額を設定しているが、P＆1クラブ　が引受け可能か、できるだけ早く見解を示すよ　う求めることとした。　　また、油濁補償問題については、2004年2月　に開催された国際油壷補償基金作業部会の審議　（本誌2004年3月号P．12参照）について報告お　よび意見交換が行われた。当協会が油濁事故防　止の観点から、サブスタンダード船問題を補償　制度に絡めて検討することに理解を示したこと　に対し、他の出席者からは、補償とサブスタン　ダード船の問題は別に検討していくべきである　こと、またサブスタンダード船の定義が難しい　との強い意見が寄せられた。その結果、油濁補　償問題におけるサブスタンダード船の問題につ　いては今後も検討していくこととなった。�A海上物品運送関係　　現在、UNCITRALで行われている統一ルール　作成の検討について、現行条約の下で船主が享　受している権利が改正される恐れがあるという　ことから、その動きを注視していくことを確認　するとともに、CMIで検討されるヨーク・アン　トワープ規則の見直しについては、現行規則は　94年に改正されたばかりであり、現時点での改　正は必要ないという船主の立場を確認した。�BIMO法律委員会関係　　IMO法律委員会で主要議題となっている、「海　洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関す　る条約等（SUA条約）」および、「海難残骸物除　去に関する条約」の検討状況について議長国よ　り報告があった。�C保険関係　　香港が中心となって進めているアジア・マリ　ーン・コンソーシアムの運営状況について、2003　年12月31日現在アジア10地域から823隻を引受け　るまでに至っている旨報告があった。　　　　　　　　　　　　　　　（関連業務部）））【資料】2004年4月20日’アジア船主フォーラム（ASF）舶舶保険・法務委員会　　　　　　第9回中間会合共同声明5アジア船主フォ．一うみ（ASF）船舶保険・法務委員会（以下、．委員会）第9回中間会合が、2004年4月幻日�撃ｮ香港において開催された。：せんきょう漁y2004�R11　　会合には・、オーストラリア・申国・台湾・日本・韓国・香港の各船主協会お串塗アセアン船主協会連　合会を代表してインドネシア、フィリピン、シンガポ憎ル、タイの各船主協会が参加した6　　委員会・手・マ・一シア船蜴会会長でMISC曲説髄儲載るヤシ・即黙の言卜郷接し・深　い哀悼の意を表した。　　委員会は、P＆1保険付保との関係で、1974年アテネ条約の2002年改定議定書がもたらす潜在的な影響に　ついて前回の委員会に引き続き議論を行った。そして、船主責任限度額の引キげに対し、国際P倖1グル　ープの中でコンセンサスが得られていないことに留意した。議定書の条文が、個々のP＆1クラブの客船　を運航していないメンバーに、クレームのシェア、またプール協定を通ビて、不公平な負担を課しかねないこどに懸念臓明された・頚会1ま・縫業界の齢拷配し効で・議矯力溌効す硝rは客　船のクレームを取扱うシステムが実施されるよう・できるだけ早く三十した謎解を打ち朝すタう国際P　＆1グループに促した。　　委員会は、海上物品運送条約改正草案の現在の審議状況に留意し、その中の未解決の問題点に？いて）議論を行った。メンバーは、船主の権利、免責を変更しようとする提案には断固としで反対するよう、　審議の推移を注視し続けることとした。．　　メンバーは・粧の1994年・一ク…トワープ規則を含む面諭唖彿1摩1こつ・1て・i卿咽　際海上保険連合）より見直し炉求められていること、および現在CMI（万国海珠会）．、で棟説されていう、改正・内容につ・・留意した・現行・姻獺・ま堅固なも・で揃回廊殉。軋力・たrξおらず羅　近のことで糊嚇で：の改正は不必睾1とす1海轡響塑1響　　委員会は、2004年2月に開催された国際油濁補償基金作業部会め結果とそこで取り上げ1らμ湊問題に…議論・行・た…イ・「・…Cの下総責任限面輪・・上戯評碑趣現行のFC限麟までを船主と油受取人が縦舗・シ・アする提案が出さ続・ζ！・髄レ祥二瀬欄囎噛する補償ゼ・・ア”に負担してきたか・そレて今後も幽し御得る．r些婦面こう　した点を明ら．かにするために船主と油受取人の過去の拠出費用調査が行われて．いる6委員会は｝この調）査結果が排除されることないように、また、新たに設立される追加基金とCLC／FCの責任限度額50％引　上げの実績が得られるまでは、現行の補償分担方法の変更を行うことを控えるよう促した』　　委員会は、海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約等（SUA条約）の改iEに関する議謝槻在IM・辮類会で断中筋ることに臆したる・〜バーは・刑事騨を胸かね軸騨定、　については明確かつ正確にドラフトされるべきであり、また臨検に対する萌確な根拠と条約に盛り込む　べき適切なセーフガードが必要であるとする、海運業界の立場を支持した。、　　委員会は、IMO法律委員会で現在、海難残骸物除去に関する条約案につレ｝て議論力1行わμていること．　に留意した。メンバーは、海難残骸物が貨物側の理由によって障害の構成要素になっている場合には背　主側に賠償責任があるとする条文案を再度条約案に盛り込むこと、および適切なテロ免責を導入するこ　とをIMO法律委員会に促した。　　メンバーは、油記録簿の改悟の結果、船舶が抑留され、乗組員が罰金と拘留を受け、さらに当該船主　も罰金を受け、継続して環境監査人を付けることを要求された複数の事例について議論を行った。船主　は、乗組員により違法な作業が行われていること、そして油記録簿が改窺されていることを認識してい12魯ぜんきょうMαン2004ないケースが殆どであった。委員会は、香港船協が“Fit　fQr　Purpose”キャンペーンの一環として、新造船にフィットしているエンジンルーム設備は本来の目的に合致するのか、この点について最低限の基準を設ける冷めにIAqsとともに活動していることに留意レた。7ジ�h副田町・�k・「シアムのマネージ・」がシ・ジケラの醐｝・関す硯状雛を行？た・類弁は円舞堅調に熊キヤノ1シテ・一を提供鍋ことから一ン�hシアムを嘩鰭在として位置付けており、十分満足できる結果をもた．らしたコンソーシアムの手堅い保険引受け手法に留’意した。　香港代寡は�_War　Risk　Facililyの設嗣『向けた最：近σ！動きについて報告を行った。依然として樟群の初等階では岬轍立のあかつきに1燭加騨協9メ≧バ「会駕騨妙の陀ノ1「シヅの門戸岬放す礁向を示した9…、　、委員会の次回会合は、2004年5月25日、’ASF第13回総会の直前にシンガポールで闘催される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上）．臥臨翫醗　　　　　　　。継翫内外情報蜜港湾労働者の賃金水準是正要求一2004年港湾春闘の模様1．春闘の争点　組合側より雇用と就労の安定化対策や各種基金制度の拡充を盛り込んだ要求書が出されたが、今春闘の最大の課題は港湾労働者の賃金水準の是正とされ、港湾荷役にかかる届出料金および認可料金の完全収受に向け不退転の決意で臨む姿勢が前面に押し出された。船固が史上空前の利益を上げる中、料金の完全収受に向けて船引側の理解と協力が要請された。2．労使交渉経緯　2月10日に開催された第1回中央団交では、組合側（全国港湾労働組合協議会：全国港湾、全日本港湾運輸労働組合同盟：港運同盟）より使用者側（日本港運協会：日港協）に対し、「04年度港湾産別協定の改訂に関する要求書」並びに「04年度春闘要求に関わる申し入れ書」が提出され、産別協定の改訂を目指して、以下の要求項目について趣旨説明がおこなわれた。　　　　　　　撫轟講転孤轟．巖．撫漁漁匙、撫轟蝕（1）雇用と就労の安定（2＞各種基金制度の拡充（3）労働時間に関する協定履行（4）産別賃金の改定（5）1995年認可料金水準の完全収受　3月3日の第2回中央団交では、使用者側より組合側の要求項目について逐条的に説明があったが、具体的に回答が示されなかったため進展はなかった。組合側より次回交渉でも進展がなければ、3月中旬にもストライキを構える姿勢が示された。　3月16日の第3回中央団交では、使用者側より時間外労働における割増賃金算定基礎分母の改訂（156→155）、料金収受に対する船三三の理解について説明された。これに対して組合側は、「最大の争点である料金面で前進があった」とし、ストライキ通告をおこなわなかったが、見解を保留した。　3月25日の第4回中央団交では、大詰めの交渉がおこなわれ労使合意に達した。　これに伴って仮協定書および覚書が締結された｝せんぎょうMσy2004013　他、最大の争点であった料金完全収受問題につい　ては、使用者側より「完全収受に向けて努力する」　などの決意表明が口頭で述べられた。　　一方、船内賃金関係の交渉は組合側（港湾荷役　事業関係労働組合協議会：感荷労協）と使用者側　（日港協船内経営者協議会：船経協）との間でお　こなわれた。　　2月23日に組合側が要求した基準内賃金月額　16，000円の値上げ要求に対して、2月25日、3月3　日、3月16日、3月22日、3月25日、3月26日と続　けて交渉がおこなわれ、基準内賃金月額1，500円の　値上げに加え一時金として月額一律2，000円を支給　することで妥結した。）3．主な労使合意事項ω　コンテナターミナルの再編等に係わる基本問　題、基準賃金制度の設置、5・9協定（労働時　間短縮、産別賃金制度）などの諸問題について　は引続き労使政策委員会で協議する。【参考資料】．（2）「規制緩和に係わるセーフティネット」の一つ　として13地区港運協会を単位とする労・業・官　による「港湾安定化協議会」（仮称）の設置・運　営については、今後関係者間で調整する。（3）港湾の保安対策関連では、�@改正SOLAS条約　施行により港湾労働者の基本的人権および労働　基本権を侵害しない、�A警備業務は原則として　港湾関係事業者・労働者の業域・職域である。2004年港湾春闘の労使交渉経緯4．総　括　今春闘の焦点だった料金問題については、成文化されなかったものの、使用者側が完全収受に向「けて努力する意向を口頭で表明し、組合側がこれを了解した。三社側の高業績を背景に組合側がストライキ実施を示唆するなど波乱が予想された今春闘は賃金面では昨年妥結実績を500円上回ることになったが、一度のストライキも実施されることなく難に到・た・　　　蓄　　　　　　　　　　　　　　　（関購務部）　　　　　　　　　　　　　　　　　．纂・　2丹3日〜4日　全国港湾評議委員会開催　　　　　20σ4年春闘方針および要求内容を検討　2月10日　第1回中央団交）　　　　　租側側より、「04年度港湾産別協定の改訂に関する琴求書票韮びに「04年度春闘要求に開わる　　　　　、申し不れ書⊥、が提出され、要求・申し入れ内航について趣旨説明がなされたα、2月23日2月25日3月3日3月10日3月16日3月22日港荷労協より船経鰯に翌日一月騨16，ρ00円の値上げを内容とする要求書が畢出された。第1回船内賃金交渉組合側より要求内容の趣旨説明がなされた。黎罵獄懸籍渉使謄1より逐条三明がタさ幡騨｝鰭全国港湾より各単組委員長、r各地区港湾議長宛に丁第2次全国統一行動に関する準備指令」（21日始業時より22日始業時までの休日就労拒否）が通知され、「次回中央団交の回答如何により幹事会で判断する」とされた。第3回中央団交および船内賃金交渉．中央団交では、使用者側より料金収受に対する船社側の理解について説明があったため、組合側はストライキ通告をおこなわず、10日に通知された準備指令は解除された。船内賃金交渉では使用者側より月額500円の有額回答があったが、組合側は不満を表明し態度を保留した。第4回船内賃金交渉14趣せんきょう跡の2004∫曜．祀3月25日3月26日使用者側より月額1，000円の有額回答が示されたが、妥結に到．らず組合側は口頭で27日、28日の両日に亘る休日就労拒否を事前通知した。第4回中央団交および第5回船内賃金交渉中央団交で制度問題について合意に達したが、船内賃金交渉は妥結に到らず。第6回駅内賃金交渉．、使亡者側より基準内賃金月額ユ，500円の値上げ｝一時金として月額一律島000円の支給が示され妥結した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上国際船舶に乗り組む外国人船員の新しい海技資格承認制度始まる　国際船舶（日本工船）に乗り組む外国人船員が所持する外国海技免状（訂CW条約締約国の資格証明書）に対して日本国政府が承認証を発給する制度、いわゆる承認制度に関して新たな手続きが認められることとなり、これに基づいた国内海事法令講習が2004年4月19日（月）から23日（金）の間フィリピンのマニラにおいて実施され、約100名のフィリピン人およびインド人航海士・機関士が参加し全員が無事講習を修了した。　承認制度は、国際船舶制度の創設に伴い1999年1月以来実施されている。これまで年3回（1・6・9月）の割合で、国土交通大臣が指定する日本郵船・商船三井・川崎汽船の各フィリピン研修施設において、約1週間の日本国内の海事法令に関する講習（国内海事法令講習）とこれに続いて日本人海技試験官による口述試験（承認試験）が実施されており、2004年1月の開催で合計12回を数える。　2003年6月20日に開催された「官労使参加の国際船舶制度フォローアップ検討会、通称『加藤検討会』」において、当承認制度の円滑な実施が国際船舶制度を推進する為に必要であるとの観点から、「口述試験」を「本船の船機長による能力確認」に変更することにより柔軟な対応を可能とする制度を新たに追加する方針が決定されたもの。　新たな制度は、これまで口述（承認）試験によ　　　　　　　謀臨．議。議礁蕊愈撫轟へ轟蕊。魚り行なわれていた「船員の海技に関する知識・能力」の確認を海技試験官でなく本船の船機長が行なうとするもので、’これにより、海技試験官派遣上の制約から年3回に限定されていた実施回数を増加（年10回を見込む）することが可能となり、船社の国際船舶の配乗計画における外国人職員不足の問題が軽減されることとなった。また、承認証が日本の関東運輸局で発給されるなど日本とフィリピンの2国に跨り複雑な手続きが要求される中、新たな制度では申請書類の様式やその取扱い方法などについて関係者間の了解の下により簡便な方法が取り入れられており、大部分の手続きがフィリピンの指定講習機関、船虫またはマンニング会社において完結することから船社における手続き業務の負担が軽減されることにもなった。　船社の要望に対応して、これまでの承認試験制度も新たな承認制度と並行して運営されることとなっており、本制度の一層の利用増加が見込まれている。　　　　　　＊　　　　　＊　　　　　＊　当協会船員対策室では、新しい承認制度の運用開始に当り関係者間における詳細な検討に参加し船社意見の反映を努めるとともに、その内容を「新しい承認手続きの手引書」として取りまとめるなど本制度の円滑な運営維持に務めている。　　　　　　　　　　　　　　　（船員対策室））」）せんきょう銘の2004915神戸硬鞠「帆船模型」と過ごす休日　　今回は日常の業務ではなく、休日における私の趣味についてお話ししたいと思います。　　今、私が夢中になっているのは「帆船模型」の　製作です。神戸育ちで、船は小さい頃から身近な存在でありましたが、この趣味は延べ5年間の東京勤務を終えて神戸へ帰ってから始めましたので、｝今年で17年になります。最初に取り組んだのはコ　ロンブスがアメリカ大陸発見の航海をした3隻の　船団うち最も大きな1隻「サンタマリア」で、何　とか形にはなったものの、作り方が悪かったために数年で壊れてしまいました。その後何隻も作り　ましたが、中でも写真の「ヴァーサ」は私の最盛期の作品です。実歴は中世のガレオン船で進水後すぐに沈没し、現在は引揚げられてスウェーデン　のストックホルムにあるヴァーサ博物館に展示されでいます（ヴァーサ博物館のホームページhttp：／／www．vasamuseet．se／）。私が作った模型の方は自宅に飾っていましたが、先の阪神・淡路大震災でマストが折れてしまい、いまだに修復されないまま哀れな姿をさらしています（修復するのは新しく作るよりも難しいのです）。　私は阪神間を中心とする同好会「神戸帆船模型の会」に所属しています。この会の平均年齢は65歳くらいでお年寄りの方が多く、私はあと2年足らずで定年60歳を迎えるというのにまだ若い方です。1隻を完成させるのに約1年かかりますが、体が元気で気力さえあれば何歳になって斡続ける　　　　　　　　　　　　　　　　　ちやことができる趣味と言えます。ちなみに皐長老の会謙鄭座く1雛謙薬員｝羅拝撚，鑛灘16愈ぜんきょう福σy2004が協力してモニュメントを製作していますが、15周年に製作した写真のビクトリー号のカットモデル（船体を船首尾方向と直角に輪切りにしたもの）は神戸海洋博物館に寄贈しました。これはトラファルガーの海戦でネルソン提督が旗艦とした100門艦（大砲100門を搭載している軍艦〉で、実物の1／10の縮尺で製作、当時の水兵や海兵隊の人形200体あまりを乗せています。　また、4年前から同博物館と共催で帆船模型講習会を開催し1：初心者の方に半年間で1隻を完成するまで指導しており、好評を得ております。1回につき講習生の方は15人程度ですので、これまでに60人あまりの方が卒業されたことになります。　ここで少し会の紹介をさせていただきますと、「神戸帆船模型の会」は港都神戸を中心として木製帆船模型の製作を趣味とする者が集まり、昭和58年（1983年）創立されました。隔月に研究会、毎年秋に展示会を実施するほか、会報の発行、年2回目懇親会などを行っています。現在の会員数は45名で、少人数ながら、和気藷々とした雰囲気で活発な活動を繰り広げております。私は副会長として懇親会とWEBの担当をしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　同じような同好会は全国各地にありますが、最近、東京にある「ザ・ロープ」の旗振りで全国組織の連合会が設立され、情報の交換をしています。　帆船模型について詳しい情報を知りたい方、興味のある方は、他団体へのリンクもありますので、是非一度神戸帆船模型の会のホームページ（htΦ：／／homepage2．n出y．com／ssmk／）　をご覧ください。　　　　　　　（阪神地区事務局長　谷ロー朗）F、）窯’麗．弧肥『》慧羅せんきょう拓＠2004◎17）難減点無論鰯贔巨£こ　　て開催された。　　（P．4海運ニュース参照）恐嚇驚騒繕親黙撫錺　　検討結果を発表した。論点となっていた船員　　の社会保障について一定の前進が見られた。難譲鷲翻鷺欝驚籍睾盤装　　適用除外のあり方を検討するため、海運問題　　研究会の下部機構として「海運経済委員会（座　、長・杉山武彦一橋大学副学長）」を設置した。紫黒国土交通省は、初めてとなる日本と中国の運嚢薗蓑輸ハイレベル協議を同省で開催した。マラッ　　カ・シンガポール海峡の利用・負担問題をは　・じめ、航行安全の確保や改正SOLAS条約に関　、ご連するテロ対策等について連携・協力してい　　くこととした。懲醗国連環境計画（UNEP）第3回公開作業部会　　（OEWG　3）がジュネーブにおいて開催され　　た。、撃滅IMO第88回辮頚会（LEG88）がロンドン悪趣墜套参照、・羅「官労鯵加の国際船瀾度フォローアップ難検討会樋称・加鰍響町）」の方針を受け・欝慰講：編膿撫齢諜雛　　の新しい制度に準じた国内海事法令講習の第　　1回目がフィリピンのマニラ市で開催された。　　（P．15海運ニュース参照）纏◎IASF船舶保険・法務委員会が香港において開譲母1催された。　　（P．11海運ニュース参照）18��ぜんきょう源砂2004訟藩法畿締潟撫譲　　　灘��　国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保　　等に関する法律（法律第31号、平成16年4月　　14日公布、平成14年12月12日に採択された海上　　人命安全条約附属書の改正が日本国について　　効力を生ずる日から施行、一部平成16年4月　　23日施行）、鍛　国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保　　等に．関する法律施行令（政令第164号、平成16　　年4．月14日公布、平成16年4月23日施行）�M　領事官の行なう船舶法等の事務に係る処分又　　はその不作為についての審査請求に関する政　　令の一部を改正する政令（政令第ユ65号、平成　　16年4月14日公布、平成16年4月23日施行）�K　海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等　　の一部を改正する法律（法律第36号、平成16　　年4月21日公布、平成16年7月1日施行）��　油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律（法　　律第37号、平成16年4月21日公布、平成17年3　　月1日施行、一部平成16年12月1日施行）�堰@国際航海船舶友び国際港湾施設の保安の確保　　等に関する法律施行規則（国土交通省令第59　　号、平成16年4月23日公布、平成16年7月1　　日施行、一部平成16年4月23日施行）�堰@船舶安全法施行規則及び船舶設備規程等の一　　部を改正する省令の一部を改正する省令（国　　土交通省令第61号、平成16年4月26日公布、　　平成16年7月ユ日施行、一部平成16年4月26　　日施行））日本船舶機関士協会舶用機器の故障事例集CD・ROMを作成　日本船舶機関‡協会では・今般ホニムペーギを開設したのを記念して・同協会機関誌「マリンエンジ；ア」に4989年工月号より2003年忌2月号まで掲載された「舶用機器の離郷事例」379件を機器別、、部品別に分類し、故障の経緯・状況、推定原因および対策等を取りまとめるとともに、図面・写真等を全て添付したCD・ROMを制作しました（価格未定）。’・の．φR・M些は・’rA・縛で糸勺8・qペー彦・もおよぶ財三三が端又録され・本船および陸上鷺開髄、騨零聯聯とし刃ま牟社中における聯嚇としても有効聯会では・6筋ら翻すべく準備しており講入汐者は同協会ホームページにアクセスし・「資料購入申込書」を利用してFAXするか、　E．メールによりお申込み下さい。●」ヨ本船舶機関士協会ホームページ：http：〃ww鳳marine−engineerjpノ）ぜんきょう昭の2004磯19一一一一灘一一一・・C運統計……一一一・鐸・1，わが国貿易額の推移　　　　　　　　　　（単位：10億円）　　2．対米ドル円相場の推移（銀行問直物相場））入輸8831640　　51745691689．3．3626305　　5乞L5aαL5LO，α．乞．1　　1　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一▲　　　　　▲　　　　　　　　　　　△　　　▲∴�葛O四日剛比解出口G666247　　860642405332　4928564　　疏巳α5a95a8，Lq3ド　　　　　　　　一　1　1　　△　　　　　　△　　　　　△超旧い入入の1輸¢5588582　　186970185478．［B543122　　7084463537β↑．0859423　　76585785873．臼�eaLqaa4　31aa33a3aaa3．蕉30Q34444一団0輸『　　　　02950D2884B2．．ドnD704∩UnJ9」95455365971056　日30426433869054952776μLLLLa2，峨　4蕉4峨峨444峨死へ．凧444RU4只）匡U月年　　　　月　　　　　　　　　　　月　　．　　　　　　　0　1　2　　　　456789　　　　123．505D123　　　　　　　　　11198999900000000　年　　　　　　　　　年　．1112222　　3　　　　　　　　　　4　　　　D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O　　　　O　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（注）財務省貿易統計による。3．．s定期船自由市場の成約状況年　月舗）平均最高値最安値1990144．81124．30160．10199594．0680．30104．251999113．91m，28η6．402000107．77102．501τ4．902001121．53113．851311692002125．28115．92134．692003115．90107．Q3120．812003年4月119．82η8，05120．7651η，26115．21η9，066118．31117．55119．827118．63117．26120．548118．57η6，70120．299115．16110．48117．601D109．50107．97111．1011109．20108．031、O．2012107．90107．03109．フ52004年1月106．48105．97107．552106．46105．34109．003108．62104．30112．12．141107．25．：．104：30「D1．．1．0．D．20．．．（単位：午M／T）区分航海用船、．．P｛「．、定期用船Aシングル（品　目別内　訳）年次口　計連続航海航　海石　炭穀　物砂　糖鉱　石スクラップ肥　料その他TripPeriod1998186．，1971，712184，62169，3014119383，80D64，9948362，4991280136，97224，7001999141321　　　脚L304150，48156，18430，6863，27457，3092351，7091，082149，73439，5812000146，6432，182144，46τ46，54926，1474，5フ667，431198182II5511フ0，03245，0212001154，0053，063150，94252，32416，7897，28872，17ア472978914150，15438，4552GO2132，26997813129143，40615182　　15，85365，105442LO54249184，89050，474200399，6551．，32098，33530，7226，0973，65757，001248438η2208，69081，7212003　88，41908，4192，9609481204，27ア0823212，6867，04998，65016〔｝8，49Q2，4801116517Q4，63503G1122，9591Q．，7621G3，39003，3906482821482，1989D02414，3938，581116，2844005，8842，4052652592，81075403D14，7405，537126，13806，1382，34020303，570025015311　　脚5，2792004　16，14306，1432，195264523，55037o45、8，5465，25826，8641506，7142，刀337フ283，485011201フ，4272，80639，5453009，2454，728499353，7641282863212383，946S．＝．．：．X1：897「T49．：9β48．：．14110孚8．．F：0．：41．634．＝＝　　．．0．．．．s57．．　　G．．23，．4〕．4．．：、．．2：，97｝：．（注）�@マリタイム・リサーチ社資料による。�A品目別はシングルものの合計。�B年別は暦年。20�SせんきょうMの2004・　鱗　　蟷　　・羅　儲　　　購麟謝　　’盤鯉嚇”岬呼呼　畠旧記再轟　「瀬乳‘●　　畝　　　　　旺隔　　　「‘20015010D5Do原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／西欧）「ペルシヤ／日本｝ハ爵ト’11尋ユμ’4りぎ@’〜i’F1亀メー、1「、�_〜y1！�`．’　　、o「苛顎、ペルシヤ湾／欧米「レ「1999〔司　　　20σ020012D922�p3，2004　　｛ド飼EOO　　　1001501DO500即6040200穀物（”ルフ／日本・ガルフ／西欧）、．冗印：　ガル7／日本ﾈ、＼ガルフ／西欧ド了掲99陶�o2001ド2慨�括oのσoo）4．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）ペルシャ湾／日本ペルシャ湾／欧米月次200220032004200220032004最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低150，00　34，75161．00102．50152．50　8フ．OD4000　35．00120，00　75，00127．50　82，50242，50　37，50132．50　67，50159．00102．5040，00　36．25117，50　65．00132，50　87．503　ボ37，00　32，00160．00105．00117．5D　70，7540，00　30．00145．00　85．00112，50　60．004　｝29，50　28．00137．50　42，00η0，00　77，5031，00　27，5097．00　45．0087，50　67．505　F62．00　39．50109．5D　42．0048，75　33，0090．00　50，0G6　ρ35．00　29．5090．00　56．0042．50　31，0070，00　52，50750、00　32，5063，75　45，0038，75　29．5054，00　42．50835．0068，DO　41．0032，50　28．0057．50　40．OD945，00　34．00135．00　70，0042，50　28，00115．00　50，001099．75　40．5078．00　42，5068．50　42，5090．00　47，5011110．00　62．50152．5D　102，5072．50　47，50126，50　75，0012137．50　99，01600013875105，00　80．0013750　9500（注）�@日本郵船調査グループ資料による。　　�Cグラフの値はいずれも最高値。�A単位はワールドスケールレート。　�Bいずれも20万D／W以上の船舶によるもの。）5，穀物（ガルフ／日本・ガルフ／西欧）（単位：ドル／トン）ガルフ／日本ガルフ／西欧月次2003200420032004最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低123456　7890］2　　　　　　　　　1　1　127．90　　27．25@　27．40@　29．75@　34．DOR2，50　　32，00R125　　29．40@　32．75　　　−R4，25　　33，75@　37，00　　　−@　54，50一73．00V2．50一　　　＝@　　＝Q0，25　　18，50@　18，20@　20．00@　20．OO@　20，00@　　＝　　　一＝＝（注）�@日本郵船調査グループ資料による。�Aいずれも5万D／W以上8万D／W朱満の　　船舶によるもの。�Bグラフの値はいずれも最高値。罫1欝陵澱欝総1葦iiデ｛箋i機ii罪藁：illこ：1・：i訣内　　輪こ温∵。、「F∵・凡・、寂触1�c輝二内，貸終三嚢誓：三輪：量；、：；；『∵1駅；．黙ひき：�_∵凱：雛i：鳶概ii響；▽∴1轡1糊・i「嬰iい：勢1、：：乏尋＝せんきょう吻2004�M21二）輻繍瀟舞繍灘繍羅轍灘懲鰯滋騰灘滋撚誕灘燃　　繍繍鍮績灘ξ脳隔灘藩灘轍謙磁購欄獺灘』‘　灘麟難　　難難　　石炭｛オーストラリア／西欧レ鉄鉱石（プ5ジル／中国・ブラジル／西欧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔甥　靭〔甜〕504G3020【00鉄鉱石kブラジル〆中国）ξ｝1，末､」石炭〔オーストラリア／西欧）／�eほし弓＼　鉄鉱石（ブラジル／西欧）1999‘年［　　　釦σ6脚「躍�o矧50350鋤25030　　2002010015010050o運賃指数ハンディ淫Nり一ンYH釦dy早ｭヒ囁｝」、　　　　　　｝`、F」筏　　C泊8n「　“@，　　　　一o田図≦＝’Af旧ゆll、【　　　　　　遭`、遣，菟u111　　「匠1Suezゆf遣　6P1v亀　　　里戟E1、　　’　」@’Aノfし　　’@　1151二F6、、　　’ﾏ！ノ、、、　、石、小型「「1！、，1　VLCC｝eF内@　　、、・雪！）中型‘�e　　　早亀　　fVLOC、幽　　　脚1　　　澱　　　�梶@　　　　　　　騨400鋤鋤目釦2田…駒肇oo50o6，石炭（オーストラリア／西欧）・鉄鉱石（ブラジル／中国・ブラジル／西欧）（単位．ドル／トン）オーストラリア／西欧（石炭）ブラジル／中国（鉄鉱石）ブラジル／西欧（鉄鉱石）月次200320042003200420032004最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低1一39．70　　35，00一46．5G　　34009，40　　7，8026．00　　22．002一32．00一50，00　　35008，80　　6，2526．00　　20．753一3165一40．0σ　　3550一了9，00　　17．254一一一35，00　　32、508，95　　6，7518．00．ンご15，255一一9．25B一一9．507｝一705B　一13，75　　12009　一11．6010一一13．9011一一22，00　　18，2512一一2100（注）�@日本郵船調査グループ資料による。�Aいずれもケープサイズ（14万D／W以上）の船舶によるもの。）　　　　�Bグラフの値はいずれも最高値。　7．タンカー運賃指数タンカ一　　運賃指数月次200220032004VLCC中型小型H・DH・o＞LCC中型小型H・DH・CVLCCSuezAfraHandyClean1239．986．9126．1165．3148．198．6P33．3161．9P80．9165．6P86．8266．3Q67．1231．3Q45．6133．DP32．D250．0P78．0289．0Q15．O3B6．0R55．0287．0R26．0339．4856115．8158．8149．91ユ4．0224．92フ56290．0273．4132．0153．0182．0238．0323．0436．09｝3116．61642148．5128．6240．22940290．0328．2536．41054143．91942178．8798｝50．42177200．0294．3649．989．9159．12040177．185．4茎56，22009235．0231．1740．1968130．22008158．050．6110．5132．925G．0221．0844683．3131．5166．8171．352．8103．2167．7197．5221．｝935683．9109．6158．3178．058．492．1138．2208．9233．i1041083．3118．1153．3154．957．9120．4153．3202．0180．011733107．9137．5154．4173．570．4158．4164．0258．3213．312102．7172．2175．8192．5207．7125．52フ8．9332．5290．0288．6平均48297．B132．5173．2166．287．91648202．4246．3246．8（注）�@2003年までは「Lloyd’s　ShipManager」、2004年からは「Lloyd’s　Shipping　Economist」による。�Aタンカー運賃はワールドスケールレート。�Bタンカー運賃指数の5区分についでは、以下のとおり（2003〜）�FVLOC：15万トン以上◎中型：7万〜〕5万トン�J小型．3万〜7万トン（：）H・D＝ハンディ・ダーティ：3万500Dトン未満�羽・C＝ハンディ・クリーン：全船型。（2004〜）�FVLCC：20万トン以上◎Suez：辺〜20万トン�JAfra：7〜／2万トン◎Handy：2．5〜7万トン�碓lean：全船型∴、囁ゾ　ポ，1∵こ’．／鼠：、；．，一涙巾1・＝：〆：＝ジ．ダズし｝テ：詑：�j・紙；こ1ミ囁1ミ∴：∵瓶：誠ε�f二三隷�h：一晶三；寡窪隙三縄訟：i戦之碁・ニテ讃駕i難凝；罫驚1灘；1購ゴ1譲122�Sせんぎょう吻2004西　　　　ド　　　　　｝宅　　　　　　　｝　　　軋　　　　　　、特陛　　　｛型　　　　　　　耳窄　　肝　　獄鷲　欄　　　　　師12σ01100｝ogogoo6DD7005a口50040Q3DO200篭ooo用船料指数1200P筆oo撃cOD’脚「1…脚鋤ノ，�`馳脚ε600げ「　1f�o，、秩f　　　�d伽珈ρ、「8、5万以上@尋f　　円ｨ万以上W．5万未満@1一幽」」、5万以上T万未講　ノ」ノ「@「　　　　Am　　　亀@　　　　梱a万以上　　、黶fP　セ　　　辱　　　　　　　　　　　’　　　，【@　’h、総細則勘、oo．3．5宋満o1999【辱）　　　2000即01�o20ゆ3�o1000万ロ二二�o�o細。係船船腹石1DσDo「脚�o　　遣内XρP’　、！　凡氏A　ギ戸貨物船．@1、『内1煮「’，　lFら｛細！Vヘパ　一、囁　　’Ar　’　り、　　’、口’・Aノ200D1999｛年，　　、2�p02�o1、aゆ口ε2003�o）8．貨物船定期用船料指数20032004月次2万以上R．5万未満3，5万以上T万未満5万以上W．5万未満8，5万以上総合指数2万以上R，5万未満3．5万以上T万未満5万以上W，5万未満8．5万以上総合指数123456　789012　　　　　　　　　1　1　1199P92C212Q82Q83R09R14Q95R07R42S22S69234Q07Q44Q57Q85R47Q78Q80Q89R81S17T21295Q43Q81R25R82R43R30R15R21T43U05U88235Q29Q45Q60Q90Q97Q98R06R50U90U62V72185P56P51QD3Q30R04Q73Q76Q94R37R09R60601V16U36563t32’ア06’・851W35W61875W81V35553U13’451出所：「〕oyd’s　Shlpping　Economist」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　（注）�@船型区分は重量トンによる。�A用船料指数は1985年＝100。�Bこれまで「Lloyds　Ship　Management」によるデータを　　　掲載していたが、2004年3月にて同誌が掲載を取り止めたため、データ出所を「Lloyds　Shipplng　EGonomlst」へ変更した。9，係船船腹量の推移200220032004月次貨物船タンカー貨物船タンカー貨物船タンカー隻数千G／T千D／W隻数千G／丁千D／W隻数千G／T千D／W隻数千G／T千D／W隻数千G／T千D／W隻数千G／T千D／Wi2421，754マ，96640　7921、528241118591，95843　9051，838205113171135G53　287　4892232117141189940　666112592361，8651，91144　7411，48820612361，27951　286　4903229117281188740　688113052371．7701179｝45　485　9401881．156123456　300　50942381，8962，06142　6921，3τO2321．6871172044　361　フ0652301、7631，94641　6351，199224115251155546　52511D1662211，7421，93642　6371，202215114411，51348　5271，0197222116781β7443　832116572261，5561，71948　5241101482231，6671，861471，4753，0042151，4771，63350　フ861、56992291，7271，92747115503，155213L4D71153450　ア841，567102281β821，93748115623，173203112731138353　7091、414112251，658L878501，5563，1622091132D　1，40652　7061，40712220L6331，841471，4803，0002071，3081，38651　7051，407（注）インフォーマ発行のロイズ・インアクティブベッセルズによる。蒙凝；運噸ll薫三｛戴隅ぞ1・叡贋嚢1ヤ凝等署穿1．．∴灘1じ騨讐野・二雛「＝i劉黙ii　l｝響1ン；騰’；雛蹴“饗驚　賊　　驚：鷺態1腕1鞭ll撃｛ll声lli脇’ミ轡き詣響i響‘響i箋讐：罫；三！響；瀞響せんきよう賜αy2004◎23一一一一一一一一一……一…一・ﾒ集雑感一一…一一一一一・一一一一一一一　　小職の担当する当協会海里部で執筆させていただく本誌「せんきょう」の記事の中でも、特に掲載機会の多いのが国際海事機関σMO）における各種委員会等のレポートである。小委員会レベルで係わりのある会合は8つを数え、さらにそれらの上部委員会である海上安全委員会（MSC＞や海洋環境保護委員会（MEPC）もあるため、春と秋の会合が集中する時期は、ほぼ毎週関係会合が開催されることとなり、四苦入苦しながら原稿に取り組んでいる。　　ところで、こめIMOで海上安全部長を務める関水氏が先般帰国された際、当協会との懇談会を持たせていただいた。IMOの海上安全部は、バルカーの安全強化問題や固定点検設備（PMA）、船舶の新構造基準など最近ホットな審議が続いているMSCを所掌しており、わが海務部の扱う事項と特に係わりが深　い。　　一部業界紙でも報道されたのでご存知の方もいようが、この懇談会において関水氏はIMOの今後の課題として、�@海運のグローバリゼーションの進展、�A国際的なスケールでの海技の伝承、�B通信技術をはじめとする先端技術の進歩、�C環境問題への取組み、�Dリージョナリズム（地域主義）の台頭、を挙げておられた。　　最近のMSCにおける議論をみてみると、米国や欧州をはじめとする国・地域から、船舶の運航実態や技術的な裏づけを無視したかのような過剰な規制の提案が行われる場合があり、関水氏の挙げた課題が）誠に的を得ていると感じる。　　来週5月12日からは、IMO会合の春のラッシュの最後を飾って、そのMSCがロンドンで開催され、小生も参加することとなっている。会合では微力ながらわが国船社の意見反映に努めるとともに、本誌にもわかりやすく有益なレポートを供することができるよう、できる限り情報収集に努めたいと考えている。（5月7日記）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本船主協会　海務部長　半田　牧…一一…一　一　ﾒ集委員名簿一撚一一一一・一一　．一撒一一繍編集後記潤一一・　第一申央汽船　総務グループ次長　飯野海運　ステークホルダーリレーションズ　　　　　　マネジメントグループ法務保険チームリーダー　川崎近海汽船　総務部副部長　川崎汽船IR・広報グループ情報広報チーム長　日本郵船調査グループ調整チーム長　商船三井広報室マネージャー）三光汽船社長室経営企画課長　三　5羊　i毎　運　　総務音B総務課長　新和海運　総務グループ次長総務・法規保険チームリーダー　日本船主協会　常務理事総務部長兼広報室長　　　　　　常務理事　　　　　　海務部長　　　　　　企画調整部長兼国際企画室長　　　　　　関連業務部長　　　　　　船員対策室長加藤和男鈴木康昭廣岡　啓高山　敦山田　喜之大貫英則遠藤秀己荒井正樹森　　均梅本哲朗植村保雄半田　牧園田裕一井上　晃高橋幸一郎　昨年から海の日が祝日法の改正で7月20日ではなくなってしまい、「海の日．」の存在を実感できない人は海事関係者以外では少なくないと思います。（ちなみに今年は7月19日です。）「海の恩恵に感謝するとともに海洋国日本の繁栄を願う日」ということを知っている人はどれだけいるのでしょうか？（実は私も昨年まで知らなかった1人ですが、全く違う「意味」を聞いたことがあります……。）　日本の生活・産業を「縁の下」で支える海運、そして海の存在をどうしたらもっと身近に感じられるのか、とふと考えてしまいます。7月には「海の月間」として各地でイベントが行われるようですので沢山の人に参加してもらいたいものです。　　　　　　　　　　　　　　（海派のN）せんきょう5月号No．526（Vol．45　No．2）発行�A平成16年5月20日創　刊O昭和35年8月10日・発行所�G社団法人　日本船主協会〒102−8603東京都昭代田区平河町2−6−4（海運ビル）TEL．（03）3264−7181（総務部広報室）編集・発行人0梅本哲朗製　作��株式会社タイヨーグラフィック定価��407円（消費税を含む。会員については会費に含めて　　　購読料を徴収している）24��せんきょう轟4の2004　灘購1雛簾・鰹麗　　　‘君難繊灘灘1脚気墨；編1　　　　　　籔　翻”樗「．饗ロ　1．畿轡灘．・・．　　　　　　夢．‘　　　詫　　、　　　慧灘鷺・而、喘　・｝門・躁亀亀鳶’騨　四方を海に囲まれ、資源小国・貿易立国であるわが国にとって海運は国の存立にかかわる重要産業ですが、わが国海運業は、諸外国との競争において税制の上で大きなハンディキャップを負って嘆ず・　欧州先進海運国は、船舶のトン数を基準に法人税額を算出するトン数標準税制を相次いで導入し、企業がこれを選択的に採用できるようにすることにより、海運業所得に対し大幅な減税を行　　　きニい、自国海運の維持・発展を図っています。例えば、イギリスでは、海運の果たす役割の重要性から、・海運業への実効税率は他産業の1／10程度ときわめて低くなっていましたが、さらにトン数標準税制の導入によって、その半分程度に軽減し、自国海運を強化しています。　産業と国民生活の基礎を支えるわが国海運を維持していくため、税制上の競争条件を諸外国と同一にしていただきたい、というのが私たちの切なる願いです。　海運税制の充実・改善は、小泉内閣の構造改革が目指すわが国産業・経済の競争力の強化に資するものと、私たちは考えます。｝トン数標準税制の導入国導入済み準備中オランダ、ノルウェー、トイツ、イギリス、スペイン、ギリシャ、デンマーク、フランスなど米国、韓国、インドなど　　船が支える日本の暮らし社団法人日本船主協会http＝〃www．jsanet．or．lp！

